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一　

は
じ
め
に

　

国
家
目
標
規
定
は
、
あ
る
目
標
の
実
現
を
国
家
に
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
諸
機
関
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
目

的
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
目
標
の
実
現
に
つ
い
て
は
国
家
機
関
間
の
「
協
働
」
が
求
め
ら
れ（
1
）る。

そ
の
よ
う
に
言
わ

れ
る
場
合
に
は
、
国
家
目
標
を
実
現
す
る
主
体
・
ア
ク
タ
ー
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
国
家
目
標
規
定
の

規
範
的
具
体
化
の
も
う
一
つ
の
局
面
、
つ
ま
り
国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
実
体
の
充
塡
を
課
題
と
し
、
そ
の
実
現
主
体
（
機
能
論
）
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
現
さ
れ
る
規
範
の
側
（
実
体
論
）
に
着
目
す
る
。

　

そ
の
際
、
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
基
本
的
な
国
家
目
標
規
定
の
一
つ
で
あ
る
社
会
国
家
原
理
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
社
会
国
家
原

理
（
ド
イ
ツ
基
本
法
二
〇
条
一
項
）
は
、「
法
治
国
家
原
理
と
比
べ
て
明
ら
か
に
、
わ
ず
か
し
か
作
用
を
発
展
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
。
…
…

〔
そ
れ
を
〕
具
体
化
す
る
部
分
原
則
も
限
定
的
に
し
か
発
展
し
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
通（
2
）り、
そ
の
実
体
を
論
じ
る
の
は
一
筋
縄
で
は
い
か

な（
3
）い。
と
い
う
の
も
、
国
家
目
標
規
定
全
体
に
通
じ
る
性
格
（
社
会
状
況
の
変
化
可
能
性
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
将
来
的
開
放
性
の
要
請
）
が
強
く

働
く
こ
と
加
え
、
社
会
国
家
原
理
に
特
殊
な
事
情
（
高
度
の
規
範
的
抽
象
性
）
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
社
会
国
家
原
理
が

「
煮
て
も
焼
い
て
も
食
え
な
い
」
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
社
会
国
家
原
理
の
特
殊
な
事
情
を
踏
ま
え
て
検
討
を
進
め
れ
ば
、
社
会
国
家

原
理
の
規
範
的
実
体
お
よ
び
そ
の
内
的
構
造
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
な
お
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
具
体
的
な
規
範
内
容
を
ほ
と
ん

ど
有
し
な
い
社
会
国
家
原
理
の
解
明
の
助
け
と
し
て
、
国
家
学
上
の
社
会
国
家
の
概
念
、
お
よ
び
実
定
法
上
蓄
積
さ
れ
た
社
会
法
の
内
容

や
そ
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
参
照
さ
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
具
体
化
の
類
型
を
概
観
し
、
第
三
章
で
は
社
会
国
家
原
理
を
例
に
、
規
範
的
具
体
化
が
立
法
を

通
じ
て
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
具
体
化
が
社
会
国
家
原
理
の
問
題
、
す
な
わ
ち
憲
法
上
の
問
題
と
し
て
ど
の
程
度
（
再
）
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構
成
可
能
な
の
か
、
そ
れ
は
い
か
な
る
強
度
に
お
い
て
の
こ
と
な
の
か
を
明
ら
か
と
し
、
第
四
章
で
は
と
り
わ
け
困
難
と
さ
れ
る
社
会
国

家
原
理
の
手
段
的
具
体
化
に
つ
い
て
の
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
取
り
組
み
を
検
討
し
た
い
。

二　

国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
具
体
化
の
類
型

　

国
家
目
標
規
定
は
、
目
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
た
め
、
規
範
的
具
体
化
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
）
を
要
す
る
。
も
っ
と
も
、
国
家
目
標

規
定
は
様
々
な
内
容
を
含
み
う
る
た
め
、
そ
の
具
体
化
も
幾
つ
か
の
特
徴
か
ら
類
型
化
が
可
能
で
あ
る
。

　

国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
具
体
化
に
は
、
①
立
法
に
よ
る
具
体
化
と
、
②
解
釈
に
よ
る
具
体
化
が
あ
る
と
さ
れ
て
い（
4
）る。
前
者
は
さ
ら

に
、
①
―

ａ
目
標
の
内
容
的
具
体
化
（
例
え
ば
、
一
般
法
律
上
行
わ
れ
る
下
位
目
標
へ
の
細
分
化
）
と
、
①
―

ｂ
目
標
の
手
段
的
具
体
化
（
例

え
ば
、
手
段
カ
タ
ロ
グ
の
展
開
）
に
分
か
れ（
5
）る。
後
者
は
、
②
―

ａ
と
し
て
目
標
の
内
容
的
具
体
化
の
み
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
。

　

国
家
目
標
規
定
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
教
授
資
格
請
求
論
文
で
は
、
②
解
釈
に
よ
る
具
体
化
の
扱
い
は
、
か
な
り

小
さ（
6
）い。
と
い
う
の
も
、
彼
は
、
国
家
目
標
規
定
の
拘
束
が
「
一
定
の
目
標
の
追
求
へ
の
国
家
の
義
務
に
尽
き
る
」
と
考
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
目
標
追
求
あ
る
い
は
目
標
実
現
の
義
務
へ
の
限
定
は
、『
目
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
た
規
範
』
へ
の
国
家
目
標

規
定
の
規
範
理
論
的
分
類
に
一
致
す
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
、
一
九
六
七
年
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
下
し
た
青
少
年
援
助
判

決
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
判
示
が
引
用
さ
れ
る
。「
基
本
法
二
〇
条
一
項
〔
社
会
国
家
原
理
〕
が
規
定
す
る
の
は
、『
何
を
と
い
う
こ
と

（W
as

）』、
す
な
わ
ち
正
当
な
社
会
秩
序
と
い
う
目
標
の
み
で
あ
り
、『
如
何
に
し
て
（W

ie

）』、
す
な
わ
ち
目
標
達
成
〔
の
方
法
〕
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
の
道
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
い（
7
）る」。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
後
も
「
社
会
国
家
原
理
は
、
国
家
に
任
務
を
課
す
が
、

ど
の
よ
う
に
こ
の
任
務
が
個
々
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な（
8
）い」

と
し
て
、
こ
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
ゾ
ン

マ
ー
マ
ン
は
、
さ
ら
に
、
再
統
一
要
請
（
基
本
法
旧
二
三
条
）
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
も
補
強
的
に
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
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よ
れ
ば
、「
再
統
一
は
憲
法
の
要
請
で
あ
る
。
し
か
し
、
如
何
な
る
方
法
が
再
統
一
の
実
現
に
対
し
て
政
治
的
に
適
切
で
目
的
に
適
う
も

の
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
行
為
に
任
じ
ら
れ
た
連
邦
共
和
国
の
機
関
に
委
ね
ら
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な（
9
）い」。

こ
の
点
で
、

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
非
常
に
広
範
な
立
法
裁
量
が
働
く
社
会
国
家
原
理
や
政
治
的
な
国
家
目
標
規
定
を
モ
デ
ル
に
一
般
化
を
行
っ
て
い
る

が
、（
実
質
的
）
法
治
国
家
原
理
や
環
境
国
家
目
標
で
は
、
少
な
か
ら
ず
解
釈
に
よ
る
具
体
化
（
立
法
者
の
形
成
の
余
地
の
限
定
）
が
行
わ
れ

て
い
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
国
家
目
標
規
定
の
具
体
化
に
際
し
て
広
い
立
法
裁
量
が
生
じ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
解
釈
に
よ
る
具
体
化

の
役
割
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
国
家
目
標
規
定
ご
と
に
異
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
具
体
化
の
類
型
に
は
、
立
法
に
よ
る
も
の
と
解
釈
に
よ
る
も
の

―
両
者
は
判
然
と
区
別
し
え
な
い
場
合
も

多
い

―
と
を
併
せ
て
、
㈠
国
家
目
標
規
定
の
内
容
的
具
体
化
、
㈡
国
家
目
標
規
定
の
手
段
的
具
体
化
、
㈢
部
分
原
則
の
導
出
、
㈣
そ
の

他
の
憲
法
規
範
と
の
結
合
が
あ
る
。
㈣
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
重
要
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
と
の
関
係
で
取
り
上
げ
な
い
。

㈠　

国
家
目
標
規
定
の
内
容
的
具
体
化

　

国
家
目
標
規
定
の
内
容
的
具
体
化
（
＝
目
標
領
域
の
細
分
化
）
と
は
、
高
次
の
国
家
目
標
か
ら
下
位
の
目
標
（„W

as

“）
が
導
出
さ
れ
る

こ
と
を
い
う
。
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
内
容
的
具
体
化
は
、「
特
に
抽
象
度
の
高
い
国
家
目
標
の
場
合
に
、
決
定
的
に
重
要
」
で
あ

る
）
10
（
が
、
こ
れ
は
第
一
に
立
法
に
よ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
社
会
法
典
総
則
に
お
い
て
、
そ
の
最
も
重
要
な
下
位
目
標

が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
国
家
性
の
具
体
化
が
な
さ
れ
る
」
と
さ
れ
）
11
（

る
。

　

ま
た
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
立
法
に
よ
ら
ず
し
て
も
、
解
釈
に
よ
っ
て
到
達
可
能
な
内
容
的
具
体
化
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
社

会
国
家
原
理
と
の
関
係
で
は
、「
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
活
の
最
低
限
度
」
が
そ
れ
に
当
た
り
、「
人
間
に
値
す
る
市
民
生
活
に
と
っ
て

の
最
低
条
件
が
も
は
や
保
障
さ
れ
な
い
場
合
に
初
め
て
、
立
法
者
の
法
的
行
為
義
務
が
発
生
す
る
。
…
…
そ
の
点
で
、
社
会
国
家
原
理
は
、

『
ハ
ー
ド
な
』
目
標
の
核
心
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
目
標
の
核
心
は
、
…
…
目
標
の
外
縁
と
は
区
別
さ
れ
、
民
主
的
立
法
者
の
評
価
特
権
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に
属
す
る
も
の
で
は
な
）
12
（
い
」。
国
家
目
標
規
定
の
核
心
内
容
に
つ
い
て
、「
立
法
者
は
、
一
方
で
積
極
的
に
は
目
標
実
現
に
努
め
、
他
方
で

消
極
的
に
は
こ
の
目
標
内
容
と
矛
盾
す
る
具
体
化
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
）
13
（

る
。

　

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
が
、
社
会
国
家
原
理
の
核
心
領
域
を
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
活
の
最
低
限
度
の
み
に
限
定
す
る
（
＝
解
釈
に
よ
る

具
体
化
の
役
割
を
小
さ
く
見
積
も
る
）
の
は
、
社
会
国
家
原
理
の
「
将
来
的
開
放
性
」
に
配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
）
14
（
る
。
そ
も
そ
も
社
会
国
家

原
理
の
解
釈
論
（
特
に
、
立
法
者
の
広
範
な
形
成
の
余
地
論
）
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
「
将
来
的
開
放
性
」
の
議
論
を
、
国
家
目
標
規
定
と

い
う
規
範
類
型
に
一
般
化
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
目
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
15
（
性
を
有
す
る
国
家
目
標
規
定
の
よ
う
な
規
範
類
型
に
、

立
法
裁
量
が
働
か
な
い
核
心
領
域
と
立
法
者
の
評
価
特
権
に
委
ね
ら
れ
る
外
縁
領
域
と
い
う

―
一
見
適
合
的
な
よ
う
に
も
思
え
る

―

二
分
法
は
、
実
は
相
応
し
く
な
い
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
核
心
的
な
も
の
か
、
外
縁
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
は
、

目
的
に
向
か
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
し
て
い
く
中
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
中
に
は
、
核
心
領
域
に
属
す
る

と
も
外
縁
領
域
に
属
す
る
と
も
言
え
な
い
も
の
も
あ
）
16
（
る
。
こ
の
よ
う
な
領
域
理
論
が
仮
に
妥
当
と
す
れ
ば
、
立
法
者
が
配
慮
す
べ
き
中
間

領
域
も
含
め
三
分
割
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

　

国
家
目
標
規
定
の
規
律
領
域
を
三
分
割
す
べ
き
理
由
は
、
さ
ら
に
、
次
の
こ
と
に
あ
る
。
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
解
釈
に
よ
る
具
体
化
の

方
法
と
し
て
、
古
典
的
解
釈
方
法
（
文
理
解
釈
、
体
系
的
解
釈
、
歴
史
的
解
釈
お
よ
び
目
的
論
的
解
釈
）、
観
点
的
対
処
（
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ

の
「
憲
法
の
統
一
体
」、「
実
践
的
整
合
」
等
の
観
点
に
基
づ
く
解
釈
）
お
よ
び
国
際
法
適
合
的
解
釈
な
ど
と
並
ん
で
、
解
釈
補
助
と
し
て
の
比
較

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法
お
よ
び
国
家
論

0

0

0

0

0

0

0

を
挙
げ
て
い
）
17
（

る
。「
特
に
抽
象
的
な
基
本
的
国
家
目
標

―
そ
こ
で
は
た
い
て
い
、
国
家
理
論
上
の
基
本
構
想
を
実
定

憲
法
に
編
入
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
だ
が

―
に
際
し
て
、
文
理
解
釈
は
そ
の
概
念
を
生
み
出
し
た
理
論
的
背
景
を
通
り
過
ぎ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
…
…
文
法
的
解
釈
〔
の
対
象
〕
を
単
純
に
も
『
社
会
的
』
と
い
う
形
容
詞
句
に
限
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
憲
法
の
目
標

構
造
は
、
経
験
的
に
導
か
れ
た
国
家
理
論
形
成
の
認
識
獲
得
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
」
と
い
）
18
（
う
。
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
言
う
こ
と
を
言
葉
通
り
に
受
け
取
れ
ば
、
時
間
的
・
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
（
現
代
立
憲
主
義
国
家
の
）
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中
で
現
れ
た
、
例
え
ば
「
社
会
国
家
」
と
い
う
現
象
を
解
釈
補
助
と
し
て
初
め
て
、
意
味
あ
る
社
会
国
家
原
理
の
解
釈
が
可
能
と
な
る
。

そ
こ
で
は
、「
社
会
国
家
」
の
実
体
像
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
実
り
あ
る
考
察
対
象
と
な
る
内
容
的
お
よ
び
手
段
的
な
項
目

や
テ
ー
マ
の
多
く
は
、
核
心
で
も
外
縁
で
も
な
い
、
そ
の
中
間
に
あ
る
領
域
に
属
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
国
家
目
標

規
定
を
掲
げ
た
と
し
て
も
、
必
ず
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
他
方
で
そ
れ
を
標
榜
す

る
以
上
は
こ
れ
く
ら
い
は
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
カ
タ
ロ
グ
は
そ
れ
な
り
に
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

㈡　

国
家
目
標
規
定
の
手
段
的
具
体
化

　

国
家
目
標
の
手
段
的
具
体
化
と
は
、
如
何
な
る
方
法
で
（„ W

ie

“）
国
家
目
標
が
達
成
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
手
続
的
・
形
式
的

要
素
の
具
体
化
の
こ
と
で
、
例
え
ば
典
型
的
に
は
、
社
会
法
典
の
「
給
付
方
法
、
給
付
主
体
な
ら
び
に
手
続
法
的
条
件
お
よ
び
給
付
処
理

の
様
式
に
関
す
る
諸
規
定
」
が
そ
れ
に
属
す
）
19
（
る
。
も
っ
と
も
、
給
付
基
準
等
、
な
か
に
は
実
体
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
も
の
も
あ
り
、
必

ず
し
も
手
続
・
形
式
的
要
素
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
）
20
（

い
。
そ
の
点
で
、
内
容
的
具
体
化
と
手
段
的
具
体
化
の
区
別
は
、
相
対
的
で

あ
）
21
（

る
。

　

手
段
的
具
体
化
も
、
第
一
に
は
立
法
に
よ
る
。
こ
の
点
、
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
と
り
わ
け
解
釈
に
よ
る
国
家
目
標
の
手
段
的
具
体
化
に

対
し
て
否
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
論
的
に
は
、
社
会
国
家
原
理
の
と
こ
ろ
で
最
も
よ
く
現
わ
れ
）
22
（

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
憲
法
裁
判
所
が

社
会
国
家
目
標
の
硬
直
的
解
釈
を
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
導
け
ば
、
基
本
法
に
お
い
て
民
主
的
立
法
者
に
認
め
ら
れ
た
社
会
形
成
の
問
題
に

お
け
る
中
心
的
役
割
が
抹
消
さ
れ
、
立
法
者
が
憲
法
規
範
の
単
な
る
執
行
機
関
に
格
下
げ
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
に
は

広
範
な
形
成
の
余
地
が
認
め
ら
れ
、
例
え
ば
「
社
会
国
家
原
理
か
ら
、
社
会
保
障
の
一
定
の
内
容
形
成
も
、
例
え
ば
、
失
業
扶
助
と
社
会

扶
助
の
伝
統
的
に
存
在
す
る
二
重
制
度
の
存
続
保
障
も
、
引
き
出
さ
れ
え
な
）
23
（

い
」。
つ
ま
り
、
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
特
に
社
会
国
家
原
理

の
手
段
的
具
体
化
が
立
法
者
の
形
成
に
完
全
に
委
ね
ら
れ
る
と
考
え
、
解
釈
に
よ
る
手
段
的
具
体
化
（
核
心
領
域
）
を
否
定
し
、
そ
れ
を
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国
家
目
標
規
定
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
一
般
化
し
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
批
判
が
可
能
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
彼
自
身
、
部
分
原
則
の
導
出
（
後
述
二
㈢
）
で
み
る
よ
う
に
、
解
釈
に
よ
る
手
段
的
具
体
化
に
、
例
外
の
存
在

―
環
境
国

家
目
標
に
お
け
る
事
前
配
慮
原
則
等

―
を
認
め
て
い
る
（
な
お
、
部
分
原
則
の
中
に
は
、
そ
れ
自
体
が
国
家
目
標
の
手
段
的
具
体
化
に
相
当
す

る
も
の
も
多
い
）。
つ
ま
り
、
国
家
目
標
規
定
の
解
釈
に
よ
る
手
段
的
具
体
化
は
全
く
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
将
来
的
開
放
性

が
強
く
要
請
さ
れ
る
と
い
う
、
社
会
国
家
原
理
に
特
殊
な
論
理
を
、
過
度
に
一
般
化
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

第
二
に
、
前
節
で
論
じ
た
中
間
領
域
の
議
論
が
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
国
家
目
標
を
実
現
す
る
の
に
適
合
的
な
も
の
と
し
て
伝
統
的

に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
、
各
国
で
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
目
標
実
現
手
段

―
目
標
実
現
の
観
点
か
ら
必
要
不
可
欠
と

は
言
え
な
い
ま
で
も
、
全
く
考
慮
し
な
く
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
も
の

―
は
、
立
法
者
が
中
心
的
な
も
の
と
し
て
考
慮
す
べ
き
（
中
間

領
域
に
属
す
る
）
手
法
と
し
て
憲
法
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
）
24
（
る
。
こ
の
点
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
が
、「
事
前
配
慮
原
則
が
環
境
変
化
・
環
境

破
壊
プ
ロ
セ
ス
の
時
間
的
次
元
の
観
点
か
ら
必
要
不
可
欠
な
指
導
原
理
だ
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
こ
の
こ
と
は
原
因

者
責
任
負
担
原
則
に
も
、
確
か
に
当
然
言
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
必
然
的
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
）
25
（
と
、
環

境
国
家
目
標
に
お
け
る
、
彼
の
原
因
者
負
担
原
則
の
位
置
づ
け
は
、
外
的
視
点
か
ら
は
中
間
領
域
に
属
す
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

要
す
る
に
、
②
―

ｂ
解
釈
に
よ
る
目
標
の
手
段
的
具
体
化
も
、
そ
の
規
範
的
要
請
の
強
度
に
差
が
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
存
在
し
う
る

の
で
あ
る
。

㈢　

部
分
原
則
の
導
出

　

部
分
原
則
に
は
、
内
容
的
具
体
化
に
関
わ
る
も
の
と
、
手
段
的
具
体
化
に
関
わ
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
解
釈
に
よ
り

導
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、《
②
―

ａ
解
釈
に
よ
る
内
容
的
具
体
化
》
の
一
部
と
し
て
の
部
分
原
則
の
導
出
と
、《
②
―

ｂ
解
釈
に
よ
る
手
段
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的
具
体
化
》
の
一
部
と
し
て
の
部
分
原
則
の
導
出
が
あ
る
。

　

前
者
の
例
に
は
、
法
治
国
家
原
理
が
あ
る
。
本
稿
の
最
初
に
挙
げ
た
言
明
は
、
法
治
国
家
原
理
か
ら
導
か
れ
る
部
分
原
則
の
多
さ
を
指

摘
し
て
い
た
が
、
国
家
目
標
規
定
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
実
質
的
法
治
国
家
原
理
に
限
っ
て
）
26
（
も
、
そ
の
部
分
原
則
に
は
、
法
律
へ
の
信
頼
保

護
、
比
例
原
則
、
私
法
に
お
け
る
権
利
保
護
な
ど
が
あ
）
27
（
る
。
ま
た
、
様
々
な
刑
法
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
上
の
原
則
も
導
か
れ
）
28
（
る
。
す
べ
て

の
部
分
原
則
を
こ
こ
で
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
29
（

が
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
解
釈
に
よ
る
内
容
的
拡
充
で
あ
る
（
＝
②
―

ａ
に
属
す
る
）。

但
し
、
法
治
国
家
原
理
の
部
分
原
則
の
多
く
は
、
他
の
憲
法
規
範
（
特
に
諸
基
本
権
）
と
結
び
つ
い
て
、
そ
の
特
殊
な
内
実
を
獲
得
し
て

お
り
、
法
治
国
家
原
理
に
固
有
の
も
の
と
言
え
る
も
の
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
形
で
解
釈
論
上
著
し
く
発
展
し
て
お

り
、
内
容
的
な
部
分
原
則
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
多
く
の
細
分
化
さ
れ
た
手
段
的
ル
ー
ル
も
創
出
さ
れ
て
い
る
。

　

後
者
の
例
に
は
、
環
境
国
家
目
標
が
あ
る
。
原
則
が
原
則
た
る
に
は
、「
種
々
の
事
象
の
形
態
に
つ
い
て
共
通
し
て
存
在
す
る
一
つ
の

指
導
理
念
が
必
要
で
あ
」
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
30
（
が
、
手
段
に
関
わ
る
部
分
原
則
の
導
出
に
つ
い
て
は
環
境
国
家
目
標
（
基
本
法
二

〇
ａ
条
）
と
い
う
素
材
が
、
国
家
目
標
規
定
に
と
っ
て
典
型
的
で
あ
る
。
環
境
法
分
野
の
主
た
る
原
則
と
し
て
、
事
前
配
慮
原
則
、
原
因

者
負
担
原
則
、
持
続
性
原
則
お
よ
び
協
働
原
則
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）
31
（
が
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
同
時
に
、
国
家
目
標
「
環
境
保
護
」

の
部
分
原
則
で
も
あ
る
と
さ
れ
）
32
（

る
。
こ
れ
ら
は
「
保
護
の
仕
方
」
に
関
わ
る
点
で
手
段
的
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、「
本
来
的
に
環
境
に
関
す
る
命
題
と
し
て
、〔
環
境
保
護
と
い
う
〕
国
家
目
標
は
時
間
的
に
法
律
に
先
行
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
」
く
、「
む
し
ろ
憲
法
テ
ク
ス
ト
に
採
用
さ
れ
た
国
家
目
標
は
、
一
般
環
境
法
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
保
護
目
標
や
原

則
的
な
国
家
の
義
務
を
、
事
後
的
に
格
上
げ

0

0

0

0

0

0

0

し
た
も
の
で
あ
る
」（
傍
点
筆
）
33
（

者
）。
そ
こ
で
、
ど
れ
を
「
格
上
げ
」
す
る
か
に
つ
い
て
は
争

い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
事
前
配
慮
原
則
と
持
続
性
原
則
と
い
う
例
外
を
除
け
ば
、
環
境
法
の
従
来
の
諸
原
則
や
環
境

法
上
の
手
段
を
、
憲
法
上
の
根
拠
を
持
つ
も
の
（verfassungsfest

）
と
し
て
容
易
に
は
承
認
せ
ず
、
原
因
者
負
担
原
則
も
協
働
原
則
も

verfassungsfest

で
は
な
い
と
す
）
34
（
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ム
ル
ス
ヴ
ィ
ー
ク
は
、
原
因
者
負
担
原
則
を
強
く
承
認
す
る
一
方
）
35
（
で
、
協
働
原
則
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に
つ
い
て
は
、
通
説
的
見
解
に
抗
し
て
そ
も
そ
も
「
原
則
」
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
）
36
（
る
。

　

社
会
国
家
原
理
を
具
体
化
す
る
部
分
原
則
が
少
な
い
と
さ
れ
た
の
は
、
以
上
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
次
の

こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
社
会
国
家
原
理
の
将
来
的
開
放
性
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
社
会
国
家
原
理
が
「
種
々
の
事
象

の
形
態
に
つ
い
て
共
通
し
て
存
在
す
る
一
つ
の
指
導
理
念
」
を
発
展
さ
せ
る
に
は
、
過
度
に
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
あ
ま
り
に
も
大
き

な
広
が
り
を
持
ち
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
は
、
環
境
国
家
目
標
は
、
部
分
原
則
を
発
展
さ
せ
ら
れ
る
程
度
に
は
、
十
分
に
限
定
さ

れ
て
い
）
37
（
る
）。
し
か
し
、
必
ず
し
も
社
会
国
家
原
理
に
、「
部
分
原
則
的
な
も
の
」
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
社

会
国
家
原
理
の
中
心
的
な
実
現
手
段

―
そ
れ
自
体
が
一
種
の
部
分
原
理
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が

―
の
中
に
は
、
諸
「
原
則
」
を

展
開
す
る
も
の
も
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
社
会
国
家
原
理
は
、
手
段
的
具
体
化
を
受
け
て
初
め
て
、
そ
の
「
部
分
原
則
的
な
も
の
」
を
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

㈣　

小　

括

　

国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
具
体
化
は
、
基
本
的
に
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
る
。「
社
会
国
家
原
理
の
実
現
に
つ
い
て
基
本
的
な
こ
と
は
立

法
者
の
み
が
為
し
う
）
38
（

る
」
と
い
う
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
言
明
は
、
確
か
に
国
家
目
標
規
定
全
体
に
妥
当
す
る
。
も
っ
と
も
、
各
国
家
目
標

規
定
の
抽
象
度
の
違
い
に
よ
り
、
解
釈
に
よ
る
具
体
化
の
可
能
性
に
は
幅
が
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

内
容
的
・
手
段
的
具
体
化
と
部
分
原
則
の
導
出
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
国
家
目
標
規
定
の

具
体
化
は
、
一
般
的
に
は
、
①
《
憲
法
上
の
要
請
（
主
に
目
標
の
実
現
）
↓
法
律
レ
ベ
ル
で
の
具
体
化
↓
命
令
・
規
則
以
下
レ
ベ
ル
で
の

具
体
化
》
と
い
う
ル
ー
ト
を
辿
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
②
《
憲
法
上
の
要
請
（
主
に
目
標
の
実
現
）
↓
法
律
レ
ベ
ル
で
の
具
体
化
↓

当
該
法
律
の
歴
史
的
蓄
積
や
当
該
法
律
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
諸
原
則
↓
そ
の
蓄
積
・
諸
原
則
の
一
部
の
憲
法
化
》、
あ
る
い
は
稀
に
、
③

《
憲
法
上
の
要
請
（
主
に
目
標
の
実
現
）
↓
部
分
原
則
の
導
出
》
と
い
う
道
も
存
在
す
る
。
ル
ー
ト
③
は
、
以
下
で
は
詳
し
く
取
り
上
げ
な
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い
が
、
他
の
憲
法
規
範
と
結
び
つ
く
こ
と
で
比
較
的
頻
繁
に
辿
ら
れ
る
。
内
容
的
具
体
化
と
手
段
的
具
体
化
は
、
突
き
詰
め
る
と
相
対
化

せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
部
分
原
則
の
導
出
も
含
め
、
具
体
化
の
流
れ
の
中
で
一
応
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
の
狙
い
は
、
一
般
的
に
ル
ー
ト
①
を
辿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
社
会
国
家
原
理
の
実
現
に
つ
い
て
、
ル
ー
ト
②
を
辿
る
こ
と 

で

―
憲
法
化
に
強
度
の
差
は
あ
れ

―
社
会
国
家
原
理
の
規
範
内
容
に
広
が
り
を
持
た
せ
、
そ
の
拡
張
的
把
握
の
可
能
性
を
意
識
す
る

点
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
初
め
て
、
生
活
最
低
限
度
の
議
論
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
社
会
国
家
原
理
の
発
展
可
能
性
を
展
望
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。三　

社
会
国
家
原
理
の
立
法
に
よ
る
具
体
化
お
よ
び
そ
の
憲
法
上
の
再
構
成

　

社
会
国
家
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
本
的
な
展
開
を
「
立
法
者
だ
け
が
為
し
う
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
社
会
国
家
原
理
の
発
展
は
（
広
義

の
）
社
会
）
39
（

法
の
展
開
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
や
は
り
当
該
領
域
に
お
け
る
社
会
政
策
立
法
の
重
要
性
を

看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
、
社
会
法
政
策
の
展
開
は
、
立
法
者
の
全
く
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

社
会
国
家
原
理
の
実
現
の
た
め
に
、
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
不
断
に
そ
の
内
容
を
適
正
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、

内
容
適
正
化
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
体
系
化
お
よ
び
構
造
化
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

　

本
章
で
は
、
社
会
国
家
原
理
の
内
容
的
・
手
段
的
具
体
化
に
つ
い
て
、
立
法
と
解
釈
の
両
面
か
ら
検
討
し
、
い
ず
れ
の
具
体
化
に
つ
い

て
も
何
が
中
間
領
域
（
前
述
二
㈠
お
よ
び
㈡
）
に
属
す
る
の
か
を
、
可
能
な
限
り
明
ら
か
と
し
た
い
。

㈠　

社
会
国
家
原
理
の
内
容
的
具
体
化

　

本
節
で
は
、
社
会
国
家
原
理
を
具
体
化
し
た
法
の
範
囲
を
、
そ
の
規
範
的
要
請
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
加
味
し
た
う
え
で
示
す
。
も
っ
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と
も
、
社
会
国
家
原
理
の
規
範
的
内
実
は
、
多
種
多
様
の
も
の
を
含
み
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
社
会
国
家
原
理
を
具
体
化
し
た
も
の
な

の
か
、
そ
し
て
何
が
そ
の
規
律
を
受
け
る
実
体
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
点
も
多
く
残
る
。

　

で
は
、
何
が
そ
の
内
容
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
社
会
国
家
原
理
の
規
律
内
容
と
し
て
発
見
さ
れ
、
実
現
さ
れ
て

き
た
も
の

―
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
後
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
を
含 

む

―
で
あ
）
40
（

る
。
現
在
の
（
広
義
の
）
社
会
法
に
よ
る
具
体
化
を
確
認
し
た
う
え
で
、
国
家
学
的
考
察
を
参
考
に
し
て
解
釈
に
よ
り
到
達

可
能
な
中
間
領
域
の
構
築
を
目
指
す
。

1　

立
法
に
よ
る
具
体
化

　

社
会
国
家
原
理
を
具
体
化
す
る
中
心
的
立
法
で
あ
る
社
会
法
典
（
Ｓ
Ｇ
Ｂ
）
第
一
編
一
条
一
項
一
文
は
、
社
会
国
家
原
理
に
含
ま
れ
る

「
社
会
的
正
義
」
と
「
社
会
的
安
全
」
と
い
う
二
つ
の
指
導
理
念
を
定
立
し
、
そ
の
理
念
を
「
社
会
的
お
よ
び
教
育
的
扶
助
を
含
む
社
会

的
諸
給
付
」
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
活
を
確
保
す
る
こ
と
、
人
格
の
自
由
な
発
展

の
た
め
の
、
と
り
わ
け
若
者
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
た
め
の
等
し
い
前
提
条
件
を
創
設
す
る
こ
と
、
家
族
を
保
護
・
促
進
す
る
こ
と
、

自
由
に
選
ん
だ
活
動
を
通
じ
た
生
計
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
こ
と
、
生
活
の
特
別
な
負
担
を
自
助
に
よ
っ
て
も
防
ぐ
ま
た
は
調
整
す
る
こ

と
」
に
奉
仕
す
る
（
同
項
二
文
）。

　

よ
り
具
体
的
に
、
社
会
法
典
の
編
立
）
41
（

て
を
参
照
す
れ
ば
、
生
活
保
障
（
求
職
者
の
基
礎
保
障
〔
失
業
手
当
Ⅱ
お
よ
び
社
会
手
当
〕、
社
会
扶
助
）、

労
働
（
労
働
促
進
〔
失
業
保
険
お
よ
び
失
業
手
当
Ⅰ
を
含
む
〕、
労
災
保
険
）、
健
康
（
疾
病
保
険
）、
老
齢
（
年
金
保
険
）、
児
童
青
少
年
の
保
護
・

育
成
（
児
童
・
青
少
年
扶
助
）、
障
害
者
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
介
護
保
険
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
連
邦
専
門
教
育
助
成
法
、
連
邦
援
護
法
、

住
居
手
当
法
、
連
邦
児
童
手
当
法
、
連
邦
育
児
手
当
・
親
時
間
法
な
ど
は
、
社
会
法
典
第
一
篇
六
八
条
に
よ
り
、
そ
れ
ら
が
社
会
法
典
に

組
み
込
ま
れ
る
ま
で
の
間
、
社
会
法
典
の
各
則
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
社
会
国
家
原
理
は
、
社
会
法
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
法
、
民

法
の
一
部
（
賃
借
人
保
護
、
消
費
者
保
護
）、
訴
訟
法
（
訴
訟
費
用
扶
助
、
過
酷
な
差
押
執
行
か
ら
の
保
護
）、
さ
ら
に
租
税
法
（
児
童
扶
養
控
除
、
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累
進
所
得
税
）
に
お
い
て
も
具
体
化
さ
れ
）
42
（
る
。

　

ま
た
、
基
本
的
な
社
会
政
策
の
教
科
書
の
章
立
て
を
み
る
と
、
労
働
者
保
護
、
労
働
市
場
政
策
、
労
働
者
の
共
同
決
定
、
社
会
保
障
制

度
、
社
会
的
最
低
限
度
保
障
、
住
居
政
策
、
家
族
政
策
、
青
少
年
保
護
お
よ
び
高
齢
者
扶
助
、
中
産
階
級
指
向
の
社
会
政
策
な
ど
が
あ
）
43
（
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、（
広
義
の
）
社
会
法
の
主
た
る
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
①
労
働
（
労
働
促
進
、
労
働
者
保
護
、
労
働
市

場
）、
②
生
活
保
障
、
③
健
康
、
④
高
齢
者
、
⑤
社
会
に
お
け
る
児
童
・
青
少
年
の
保
護
お
よ
び
育
成
、
⑥
障
害
者
、
⑦
家
族
（
児
童
・
育

児
）、
⑧
住
居
、
⑨
教
育
、
⑩
戦
争
犠
牲
者
、
⑪
消
費
者
・
賃
貸
人
等
の
保
護
、
⑫
富
の
拡
大
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

2　

解
釈
に
よ
る
再
構
成

　

立
法
者
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
社
会
国
家
原
理
の
う
ち
、
社
会
国
家
原
理
の
規
範
内
容
と
し
て
示
す
方
法
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、

伝
統
的
ま
た
は
普
遍
的
な
「
社
会
国
家
」
の
内
容
を
継
受
す
る
方
法
、
第
二
に
、
そ
れ
ら
を
基
本
法
の
構
造
か
ら
捉
え
な
お
す
方
法
で
あ

る
。

　

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
社
会
国
家
に
つ
い
て
個
別
テ
ー
マ
レ
ベ
ル
で
検
討
し
て
い
る
。
彼
の
分
析
は
、「
国
家
目
標
理
論
（Staatsziel-

the

）
44
（

orie

）」
を
用
い
て
社
会
国
家
の
中
心
的
内
容
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
少
な
く
と
も
社
会
国
家
原
理
の
中
間
領
域
に

あ
る
と
考
え
得
る
。
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
社
会
国
家
原
理
の
憲
法
的
内
容
形
成
が
、
部
分
的
に
は
一
八
世
紀
か
ら
継
受
さ
れ
た
も
の
（
例

え
ば
、
一
七
九
三
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
労
働
へ
の
権
利
の
兆
候
）
と
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
二
〇
世
紀
の
現
象
だ
と
し
、
そ
の
具
体

的
内
容
と
し
て
、
①
社
会
的
安
全
（
生
活
保
障
を
含
む
）、
②
労
働
、
③
健
康
、
④
家
族
、
⑤
住
居
、
⑥
消
費
者
、
⑦
富
裕
を
挙
げ
て
い
）
45
（
る
。

こ
れ
ら
は
各
国
あ
る
い
は
諸
州
の
憲
法
条
文
に
根
拠
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
は
有
し
た
こ
と
が
主
た
る
列
挙
条
件
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
現
代
立
憲
主
義
国
家
に
見
ら
れ
る
共
通
の
現
象
と
し
て
の
社
会
国
家
の
内
容
を
示
し
た
も
の
と
い
え
）
46
（
る
。

　

ロ
ル
フ
・
グ
レ
シ
ュ
ナ
ー
は
、
社
会
国
家
原
理
の
役
割
を
、
自
由
権
行
使
の
一
般
的
な
前
提
要
件
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
う

え
で
、
幾
つ
か
の
政
策
領
域
を
基
本
権
と
の
関
係
で
示
し
て
い
）
47
（

る
。
例
え
ば
、
人
間
の
尊
厳
（
基
本
法
一
条
一
項
）、
財
産
権
（
同
一
四
条
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一
項
）、
住
居
不
可
侵
（
同
一
三
条
一
項
）、
職
業
の
自
由
（
同
一
二
条
一
項
）、
芸
術
・
学
問
の
自
由
（
同
五
条
三
項
）、
人
格
の
自
由
な
発
展

（
同
二
条
一
項
）
な
ど
と
の
関
係
で
、
生
活
最
低
限
度
の
保
障
、
財
産
・
住
居
政
策
、
専
門
教
育
・
教
育
・
職
業
教
育
政
策
、
労
働
促
進
・

労
働
市
場
政
策
、
婚
姻
・
家
族
政
策
、
健
康
政
策
、
生
存
事
前
配
慮
お
よ
び
イ
ン
フ
ラ
政
策
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
諸
テ
ー
マ
を
三
つ
の
領
域
に
分
け
る
と
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。【
核
心
領
域
】：
人
間

の
尊
厳
に
値
す
る
生
活
の
最
低
限
度
、【
中
間
領
域
】：
社
会
的
安
全
（
生
活
最
低
限
度
の
保
障
を
除
く
）、
労
働
、
健
康
、
家
族
、
住
居
、

消
費
者
保
護
、
富
裕
、
教
）
48
（
育
、【
外
縁
領
域
】：
高
齢
者
、
社
会
に
お
け
る
児
童
・
青
少
年
の
保
護
お
よ
び
育
成
、
障
害
者
、
戦
争
犠
牲
者
、

賃
貸
人
等
の
保
護
等
。
核
心
領
域
は
、
憲
法
が
社
会
国
家
を
標
榜
す
る
以
上
、
国
家
が
必
ず
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
あ

る
（
同
時
に
、
そ
れ
を
怠
れ
ば
国
法
秩
序
の
メ
タ
法
的
正
当
性
が
か
な
り
低
下
す
る
）。
中
間
領
域
は
、
社
会
国
家
の
中
心
的
か
つ
重
要
な
内
容
と

し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
縁
領
域
は
、
立
法
者
の
政
策
的
判
断
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
人
間
の
尊
厳
あ
る
最
低
生
活
の
保
障
に
対
す
る
基
本
権
…
…
は
基
本
的
に
実
現
し
て
も
し
な
く
て

も
よ
い
も
の
で
は
な
く
、
実
行
に
移
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
（BVerfG

E 125, 175 ﹇222

﹈）。
ま
た
、
基
本
権
制
約
の
文
脈
だ

が
、
同
裁
判
所
は
「
疾
病
の
際
の
保
護
は
、
基
本
法
の
社
会
国
家
的
秩
序
に
お
け
る
国
家
の
基
本
的
任
務
の
一
つ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

（BVerfG
E 68, 193 ﹇209

﹈）。

㈡　

社
会
国
家
原
理
の
手
段
的
具
体
化

　

本
節
で
問
題
と
な
る
の
は
、
社
会
国
家
目
標
を
如
何
に
し
て
実
現
す
る
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
一
般
法
律
上
の
規
律
手
法

が
参
考
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
社
会
国
家
原
理
の
実
現
手
段
は
、
立
法
者
の
形
成
に
対
し
て
広
く
開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　

社
会
国
家
原
理
は
、
規
律
範
囲
が
著
し
く
広
範
で
あ
り
、
未
確
定
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
る
た
め
、
社
会
国
家
原
理
全
体
に
共
通
す
る
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部
分
原
則
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
難
し
い
。
し
か
し
、
実
現
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
限
定
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
手
段
を
用
い
る

こ
と
に
伴
っ
て
発
展
し
た
「
部
分
原
則
的
な
も
の
」
を
発
見
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
と
な
る
。
社
会
国
家
原
理
は
手
段
的
観
点
か
ら

自
ら
を
（
部
分
）
領
域
化
し
て
初
め
て
、
一
定
の
原
理
・
原
則
が
働
く
「
ひ
と
ま
と
ま
り
」
と
な
り
、
そ
こ
で
初
め
て
「
部
分
原
則
的
な

も
の
」
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
一
般
法
律
上
の
規
律
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
環
境
国
家
目
標
の
部
分
原
則
も
、
一
般
法
律

上
の
諸
原
則
を
事
後
的
に
格
上
げ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
部
分
領
域
化
に
つ
い
て
は
、
規
範
的
抽
象
度
が
高

い
社
会
国
家
原
理
に
と
り
わ
け
特
徴
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

社
会
国
家
原
理
を
実
現
す
る
の
は
社
会
法
典
だ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
心
的
法
制
度
で
あ
る
社
会
法
典
に
着
目
す
る
。

1　

社
会
法
の
基
本
構
造

　

社
会
法
は
、
そ
の
用
い
る
手
段
ご
と
に
、
古
典
的
に
は
、
社
会
保
険
（Sozialversicherung

）、
社
会
援
護
（Sozialversorgung

）
お
よ

び
社
会
扶
助
（Sozialhilfe

）
と
い
う
三
つ
の
分
野
に
区
分
さ
れ
、
近
年
で
は
、
さ
ら
に
社
会
助
成
（Sozialförderung

）
が
加
わ
る
。

　

社
会
法
の
古
典
的
区
分
で
は
、
①
社
会
保
険
、
②
援
護
、
③
配
慮
（Fürsorge

）
な
い
し
扶
助
が
あ
）
49
（

る
。
①
社
会
保
険
は
、
疾
病
、
老

齢
お
よ
び
労
働
災
害
と
い
っ
た
一
定
の
社
会
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
も
の
で
、
個
別
の
保
険
事
故
で
は
な
く
そ
の
全
体
に
お
い
て
予
測
さ
れ

う
る
将
来
の
需
要
の
た
め
に
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
に
対
す
る
事
前
配
慮
が
な
さ
れ
る
。
給
付
請
求
権
が

生
じ
る
の
は
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
り
、
個
人
的
需
要
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
②
援
護
は
、
個
人
的
困
窮
を
考
慮
す
る
も
の
で
は

な
く
、
一
定
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
、
類
型
化
さ
れ
た
需
要
の
た
め
に
税
方
式
で
ま
か
な
わ
れ
る
国
家
か
ら
の
給
付
で
あ
る
。
援
護
に
は
、

原
則
と
し
て
受
給
者
の
所
得
や
資
産
と
は
関
係
な
く
給
付
さ
れ
る
一
般
援
護
と
、
公
衆
の
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
ま
た
は
公
衆
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
特
別
の
犠
牲
を
補
償
す
る
特
別
援
護
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
連
邦
援
護
法
（
Ｂ
Ｖ
Ｇ
）
に
基
づ
く
戦
争
犠
牲
者
援
護
、

予
防
接
種
事
故
の
社
会
法
上
の
補
償
（
§§ 56 ff. IfSG

）、
犯
罪
被
害
補
償
法
（
Ｏ
Ｅ
Ｇ
）
に
基
づ
く
暴
力
行
為
の
犠
牲
者
へ
の
補
償
が
含

ま
れ
る
。
③
配
慮
は
、
生
活
の
最
低
限
度
保
障
を
目
的
と
す
る
、
一
貫
し
て
個
人
的
需
要
に
沿
う
、
補
充
的
な
基
礎
制
度
で
あ
る
。
そ
こ
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か
ら
配
慮
の
後
置
性
が
導
か
れ
、
自
助
や
他
助
と
い
っ
た
他
の
い
か
な
る
選
択
肢
に
よ
っ
て
も
必
要
を
満
た
し
得
な
い
場
合
に
初
め
て
、

配
慮
が
前
景
化
す
る
。
社
会
扶
助
や
求
職
者
の
基
礎
保
障
が
こ
れ
に
当
た
る
。
配
慮
は
税
方
式
に
よ
る
。
ま
た
、
戦
後
し
ば
ら
く
は
「
配

慮
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
慈
善
的
色
彩
が
強
い
と
い
う
理
由
で
、
今
日
で
は
「
扶
助
」
の
語
が
使
わ
れ
）
50
（
る
。

　

他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
区
分
は
、
家
族
負
担
調
整
、
住
居
手
当
法
お
よ
び
専
門
教
育
助
成
の
よ
う
な
最
近
の
社
会
法
の
展
開
に
は
馴
染

ま
な
い
と
し
て
、
社
会
給
付
が
果
た
す
機
能
の
観
点
か
ら
、
新
た
な
体
系
化
が
な
さ
れ
て
い
）
51
（

る
。
す
な
わ
ち
、
①
事
前
配
慮
（Vorsorge

）、

②
補
償
（Entschädigung
）、
③
調
整
（Ausgleich

）
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
、
古
典
的
な
区
分
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
お
り
、
事
前
配
慮
＝
社

会
保
険
、
補
償
＝
援
護
、
調
整
＝
扶
助
お
よ
び
助
成
と
な
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
①
生
存
（
生
活
最
低
水
準
）
に
関
わ
る
第
一
次
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
社
会
扶
助
、
②
第
一
次
的
ニ
ー
ズ
を
引
き
起
こ

す
可
能
性
が
存
在
す
る
点
に
着
目
し
て
定
型
化
さ
れ
た
ニ
ー
ズ
（
例
え
ば
、
老
齢
、
失
業
、
生
計
維
持
者
の
死
亡
、
出
産
、
多
子
、
疾
病
、
要
介

護
状
態
）
に
関
わ
る
第
二
次
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
社
会
保
険
が
あ
）
52
（
り
、
ま
た
、
③
個
々
人
で
は
な
く
個
々
の
グ
ル
ー
プ
の
負
担
の
均
衡

を
図
る
こ
と
で
結
果
の
平
等
を
指
向
す
る
社
会
援
護
、
④
国
家
が
政
策
的
観
点
か
ら
選
択
し
た
テ
ー
マ
（
特
に
教
育
、
学
問
、
文
化
）
を
促

進
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
機
会
の
平
等
を
積
極
的
に
指
向
す
る
社
会
助
成
が
あ
る
。

　

本
節
で
は
、
社
会
国
家
目
標
を
実
現
す
る
中
心
的
な
手
段
で
あ
り
、
か
つ
、
制
度
を
形
成
し
て
い
く
中
で
一
定
の
原
理
・
原
則
を
発
展

さ
せ
て
き
た
、
社
会
保
険
と
社
会
扶
助
を
取
り
上
げ
る
。

2　

社
会
保
険
と
社
会
扶
助

　
　

⑴　

社
会
保
険

―
保
険
原
理
と
連
帯
原
理

　

社
会
保
）
53
（
険
と
は
、
国
家
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
、
社
会
生
活
の
浮
き
沈
み
に
対
す
る
リ
ス
ク
防
御
手
段
で
あ
る
。
社
会
保
険
は
、
個
々
の

被
保
険
者
の
保
護
に
奉
仕
す
る
と
同
時
に
、
保
険
義
務
を
定
め
る
こ
と
で
、
個
人
の
不
十
分
な
リ
ス
ク
事
前
配
慮
か
ら
、
公
衆
（
具
体
的

に
は
、
求
職
者
に
対
す
る
基
礎
保
障
や
社
会
扶
助
の
給
付
能
力
）
を
も
保
護
し
て
い
る
。



法学政治学論究　第101号（2014.6）

212

　

社
会
保
険
は
、
基
本
的
観
点
に
お
い
て
、
私
保
険
を
指
向
し
、
そ
こ
か
ら
重
要
な
諸
原
則
と
技
術
を
継
受
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、

社
会
保
険
は
社
会
政
策
目
標
に
よ
っ
て
特
別
な
刻
印
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
、
社
会
保
険
は
保
険
で
あ
る
。
保
険
の
特
徴

は
、
同
種
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
者
の
危
険
共
同
体
へ
の
結
合
で
あ
る
。
危
険
共
同
体
は
、
各
構
成
員
に
対
し
て
、
保
険
料
請
求
権
を

有
す
る
。
構
成
員
は
、
危
険
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
損
害
の
平
準
化
の
た
め
に
存
在
す
る
需
要
充
足
請
求
権
を
有
す
る
。
社
会
保
険
も
、

こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
。
社
会
保
険
が
公
法
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
、
社
会
保
険
の
保
険
的
性
格
に
変
化
を
及
ぼ
す
も
の
で
な

い
（
保
険
原
理
）。
他
方
で
、
社
会
保
険
は
、
連
帯
の
思
想
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
社
会
保
険
は
単
に
保
険
適
合
的
な
リ
ス
ク
事
前

配
慮
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
今
日
で
は
社
会
国
家
原
理
お
よ
び
基
本
権
を
背
景
と
し
て
、
さ
ら
に
社
会
的
調
整
を
も
た
ら
す
（
連

帯
原
理
）。
社
会
的
調
整
は
、
社
会
保
険
に
お
い
て
拠
出
が
常
に
個
人
的
リ
ス
ク
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
表
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
公
的
疾
病
保
険
に
見
ら
れ
る
。
拠
出
は
個
人
の
保
険
的
リ
ス
ク
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
基
幹
被
保
険
者
の
労
働

報
酬
に
合
わ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
基
幹
被
保
険
者
と
そ
の
無
拠
出
の
家
族
構
成
員
は
、
よ
り
稼
い
で
い
る
被
保
険
者
や
独
身

の
被
保
険
者
と
同
じ
医
療
給
付
を
受
け
る
。

　

社
会
政
策
的
目
標
は
、
社
会
保
険
に
お
い
て
も
、
費
用
充
足
原
理
が
当
て
は
ま
る
こ
と
に
何
ら
変
化
を
及
ぼ
さ
な
い
。
も
っ
と
も
、
私

保
険
と
は
異
な
り
、
数
理
的
な
個
別
的
等
価
性
が
欠
け
て
い
る
。
私
保
険
で
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
評
価
と
定
型
化
に
立
ち
戻
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
拠
出
と
給
付
と
の
間
に
等
価
性
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
民
間
疾
病
保
険
で
は
、
そ
の
家
族
保
険

を
含
む
公
的
疾
病
保
険
と
は
異
な
り
、
子
供
も
リ
ス
ク
に
応
じ
て
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
保
険
で
は
、
個
別
的
等

価
性
は
、
公
的
労
災
保
険
に
お
い
て
の
み
生
じ
、
疾
病
保
険
や
年
金
保
険
で
は
包
括
的
等
価
性
が
達
成
さ
れ
る
。

　
　

⑵　

社
会
扶
助

―
需
要
充
足
原
則
、
補
充
性
原
則
お
よ
び
個
人
化
原
則

　

社
会
扶
）
54
（

助
は
、「
必
要
が
あ
れ
ば
、
事
前
条
件
な
し
に
な
さ
れ
る
」（
需
要
充
足
原
則
）。
そ
の
責
任
が
自
己
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
か
ど
う

か
は
問
題
と
な
ら
な
い
、
目
的
的
な
（final

）
社
会
給
付
で
あ
る
。
す
べ
て
の
者
が
受
給
者
と
な
り
う
る
。
基
本
的
に
、
社
会
扶
助
に
は
、
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人
的
範
囲
の
限
定
も
、
受
給
事
故
の
規
定
も
な
い
。

　

社
会
扶
助
は
、
自
助
が
可
能
な
場
合
あ
る
い
は
他
の
側
面
（
特
に
家
族
や
他
の
社
会
給
付
主
体
）
か
ら
の
給
付
に
よ
っ
て
困
窮
の
克
服
の

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
扶
助
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
禁
じ
ら
れ
る
（
補
充
性
原
則
、
§ 2 Abs. 1 SG

B II

）。
ま
た
、
社
会
扶
助
の
種
類
、

形
式
お
よ
び
程
度
は
、
個
別
事
例
の
特
殊
性
（
と
り
わ
け
扶
助
受
給
者
、
そ
の
必
要
の
種
類
、
そ
の
個
別
の
家
族
関
係
や
地
域
状
況
）
に
向
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
個
人
化
原
則
、
§ 9 SG

B XII

）。
個
別
の
生
活
状
況
に
お
け
る
様
々
な
扶
助
の
際
に
は
、
個
人
化
原
則
は
、
家
計

の
た
め
の
継
続
的
扶
助
の
際
と
比
べ
て
、
よ
り
明
確
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
原
則
は
、
社
会
扶
助
主
体
の
仕
事
に
、
質

的
要
求
を
課
す
。
扶
助
主
体
は
、
ま
さ
に
社
会
扶
助
の
そ
の
他
の
給
付
の
際
に
、
十
把
一
絡
げ
の
解
決
で
は
な
く
、
扶
助
希
望
者
の
状
況

や
そ
の
環
境
に
向
け
ら
れ
た
扶
助
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

⑶　

小　

括

　

社
会
国
家
原
理
の
実
現
手
段
で
あ
る
社
会
法
に
は
、
主
に
四
つ
の
分
野
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
特
に
社
会
保
険
と
社
会
扶
助
に
つ
い
て
は
、

独
自
の
原
理
・
原
則
の
下
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
完
全
に
代
替
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
限
り
、
憲
法
上
必
須
の
手
段
と

は
い
え
な
い
）
55
（
が
、
社
会
国
家
原
理
の
実
現
手
段
と
し
て
歴
史
的
に
合
理
化
が
繰
り
返
さ
れ
、
確
立
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

社
会
国
家
原
理
の
観
点
か
ら
中
間
領
域
に
属
す
る
と
評
価
し
う
る
実
現
手
段
で
あ
）
56
（

る
。

　

こ
れ
ら
の
手
段
領
域
に
働
く
原
理
・
原
則
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
だ
が
、
こ
れ
ら
は
社
会
国
家
原
理
か
ら
直
接
に
導
か
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
歴
史
的
社
会
的
実
体
と
し
て
の
実
定
法
制
度
の
積
み
重
ね
か
ら
抽
出
さ
れ
る
エ
ッ
セ
ン
ス
」
で
あ
）
57
（

り
、
特
に
本

節
は
そ
れ
を
憲
法
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。
立
法
者
は
、
社
会
保
険
が
社
会
保
険
で
あ
る
こ
と
、
社
会
扶
助
が
社
会

扶
助
で
あ
る
こ
と
に
縛
ら
れ
）
58
（
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
社
会
法
は
、
社
会
国
家
原
理
と
の
結
節
点
を
見
出
し
、
安
定
的
な
構
造
化
へ
と
向
か

う
。
一
旦
、
法
制
度
の
形
成
と
そ
の
一
般
法
律
上
の
解
釈
論
を
経
由
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
通
常
の
憲
法
解
釈
か
ら
す
れ
ば
遠
回
り
の

よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
当
初
「
白
地
概
念
（Blankettbeg

）
59
（riff

）」
と
さ
え
言
わ
れ
た
社
会
国
家
原
理
が
、

―
規
範
性
の
発
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揮
と
将
来
的
開
放
性
へ
の
考
慮
と
の
間
で

―
そ
の
作
用
を
展
開
し
う
る
数
少
な
い
や
り
方
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
、
社
会
国
家
原
理
の
立
法
に
よ
る
具
体
化
か
ら
解
釈
に
よ
る
再
構
成
（
具
体
化
法
か
ら
憲
法
へ
）
を
み
て
き
た
が
、
次
章
で

は
、
社
会
保
険
と
社
会
扶
助
が
、
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
こ
れ
ら
の
領
域
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
き
た
か
（
憲
法
か
ら
具
体
化
法
へ
）
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四　
「
社
会
保
険
」
と
「
社
会
扶
助
」
に
対
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
関
与

　

社
会
保
険
と
社
会
扶
助
と
い
う
社
会
国
家
原
理
の
実
現
手
段
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
社
会
法
の
二
本
柱
で
あ
る
。
前
者
は
、
保
険
原

理
と
連
帯
原
理
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
後
者
は
、
需
要
充
足
原
則
、
補
充
性
原
則
と
個
人
化
原
則
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
い
ず
れ
も
、
手
段
的
具
体
化
の
際
の
形
成
原
理
で
あ
り
、
社
会
保
険
と
社
会
扶
助
と
い
う
制
度
が
存
続
す
る
限
り
、
社
会
国
家
原

理
を
実
現
す
る
際
、
各
領
域
で
立
法
者
が
考
慮
す
べ
き
諸
原
則
と
い
う
憲
法
的
評
価
を
受
け
る
。

　

本
章
で
は
、
社
会
保
険
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
如
何
に
し
て
解
釈
に
よ
っ
て
枠
づ
け
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
社
会
扶
助
制
度
が
審
査
さ

れ
る
際
、
諸
原
則
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
を
検
討
す
）
60
（
る
。

㈠　
「
社
会
保
険
」
概
念
の
形
成

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
保
険
の
歴
史
が
一
八
八
三
年
の
ビ
ス
マ
ル
ク
疾
病
保
険
法
に
始
ま
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
法
的
性

質
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
保
険
は
扶
助
な
の
か
保
険
な
の
か
と
い
う
論
点
（
扶
助
説
と
保
険
説
）
で
あ
る
。
帝

政
期
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ま
で
の
通
説
は
扶
助
説
で
あ
り
、
戦
後
に
な
っ
て
社
会
保
険
の
保
険
性
が
一
般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
61
（

た
。

も
っ
と
も
、「『
共
通
の
リ
ス
ク
に
曝
さ
れ
て
い
る
者
達
が
リ
ス
ク
に
応
じ
て
保
険
料
を
拠
出
し
、
そ
の
リ
ス
ク
が
実
現
し
た
と
き
に
、
拠
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出
し
た
保
険
料
で
構
成
さ
れ
る
基
金
か
ら
給
付
を
得
る
仕
組
み
』
と
保
険
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
社
会
保
険
に
は
拠
出
と
給
付
の
連
関
に

お
い
て
保
険
か
ら
の
逸
脱
」
が
あ
り
、「
こ
の
逸
脱
が
社
会
保
険
の
『
社
会
』
性
を
示
）
62
（

す
」。

　

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
四
条
一
項
一
二
号
（
旧
七
四
条
一
二
号
）
の
競
合
立
法
権
限
を
基
礎
と
し
て
、
社
会
保
険
の

「
構
造
」
を
一
定
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
き
た
。
そ
こ
に
社
会
国
家
原
理
を
実
現
す
る
際
の
裁
判
所
の
二
次
的
役
割
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
そ
の
制
度
構
造
に
分
け
入
っ
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
保
険
が
憲
法
的
に
も
考
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
段
で
あ
る
こ
と
も
傍
証
的
に
示
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
統
制
の
意
義
は
、
権
限
配

分
を
確
定
す
る
だ
け
の
形
式
的
な
も
の
に
留
ま
ら
な
い
。

1　

憲
法
上
の
類
概
念
と
し
て
の
「
社
会
保
険
」

　
「
社
会
保
険
」
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
法
理
は
、
一
九
六
〇
年
の
第
一
次
家
族
負
担
調
整
判
決
（BVerfG

E 11, 105

）
を
端

緒
と
し
て
発
展
し
た
。
こ
の
判
決
で
、
旧
基
本
法
七
四
条
一
二
号
の
「
社
会
保
険
」
は
、
憲
法
上
の
「
類
概
念
」
と
さ
れ
、
そ
こ
で
四
つ

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
①
〜
④
）
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
芸
術
家
社
会
保
険
法
決
定
（BVerfG

E 75, 108 

﹇146

﹈）
で
、
も
う
一
つ
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
（
⑤
）
が
追
加
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　

⑴　

第
一
次
家
族
負
担
調
整
判
決

　

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
四
年
に
制
定
さ
れ
た
「
児
童
手
当
の
支
給
お
よ
び
家
族
調
整
金
庫
設
立
に
関
す
る
法
律
（
児
童

手
当
法
）」
で
あ
）
63
（

る
。
こ
の
制
度
で
は
、
事
業
主
の
拠
出
金
に
基
づ
き
、
職
業
別
同
業
者
組
合
の
加
入
者
で
あ
る
被
用
者
・
自
営
業
者
・

家
族
従
業
者
に
、
一
八
歳
未
満
（
職
業
訓
練
中
で
あ
れ
ば
二
五
歳
未
満
ま
で
）
の
子
が
三
人
以
上
い
る
場
合
に
は
、
第
三
子
お
よ
び
そ
れ
以

降
一
人
に
つ
き
月
額
二
五
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
を
支
給
す
る
。
拠
出
金
の
徴
収
と
手
当
の
支
給
は
、
各
職
業
別
同
業
者
組
合
に
設
置
さ
れ
る
家

族
調
整
金
庫
が
行
う
。
児
童
手
当
の
費
用
は
国
で
な
く
事
業
主
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
本
法
は
拡
張
さ
れ
る
方
向
で

補
充
が
な
さ
れ
た
。
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本
件
憲
法
異
議
は
、
児
童
手
当
法
に
基
づ
き
家
族
調
整
金
庫
へ
の
拠
出
義
務
を
課
さ
れ
た
者
ら
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
が
、
理
由
が
な
い

と
し
て
棄
却
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
主
た
る
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
連
邦
立
法
者
が
児
童
手
当
法
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
法
律
の
公

布
の
た
め
の
権
限
を
欠
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ま
ず
、
連
邦
の
立

法
権
限
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
非
難
は
基
本
法
二
条
一
項
の
観
点
か
ら
憲
法
異
議
に
お
い
て
も
審
査
さ
れ
う
る
と
し
た
う
え
で
、
旧
基
本

法
七
四
条
一
二
号
に
掲
げ
ら
れ
た
「
失
業
保
険
を
含
む
社
会
保
険
」
の
意
味
を
探
求
し
た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
は
、「
児
童
手
当
法
は
『
社
会
保
険
の
法
』
な
の
で
、
連
邦
権
限
は
〔
旧
〕
基
本
法
七
四
条
一
二

号
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
と
し
た
が
、
そ
の
際
「
社
会
保
険
」
に
つ
い
て
広
す
ぎ
る
解
釈
も
狭
す
ぎ
る
解
釈
も
採
用
し
な
か
っ
た
。

一
方
で
は
、「
社
会
保
険
」
が
意
味
変
化
し
て
「
社
会
的
安
全
」
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
れ
ば
、
社
会
的

安
全
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
す
べ
て
の
法
律
が
、
社
会
保
険
方
式
を
採
ら
な
く
と
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
、

そ
の
よ
う
な
帰
結
は
規
定
の
文
言
お
よ
び
意
味
と
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
厳
格
な
意
味
に
お
け
る
「
社
会
保
険
」
と
し
て
、

ラ
イ
ヒ
保
険
法
や
そ
の
後
の
法
律
で
規
律
さ
れ
た
、
疾
病
保
険
、
老
齢
・
障
害
保
険
、
労
災
保
険
の
四
分
野
の
み
に
限
定
す
る
と
い
う
理

解
も
退
け
た
。
そ
し
て
、「〔
旧
〕
基
本
法
七
四
条
一
二
号
の
定
式
は
、『
社
会
保
険
』
を
、
事
の
性
質
上
社
会
保
険
で
あ
る
も
の
す
べ
て

を
含
む
、
憲
法
上
の
類
概
念
と
し
て
」
把
握
す
る
と
し
た
。
以
下
、
一
部
を
訳
出
す
る
（
傍
線
筆
者
）。

　

こ
の
権
限
規
範
は
、
次
の
場
合
に
は
新
た
な
生
活
状
況
を
「
社
会
保
険
」
と
い
う
全
体
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
新
た

な
社
会
給
付
が
、
そ
の
本
質
的
な
構
成
要
素
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
実
施
の
組
織
的
克
服
に
お
い
て
、「
古
典
的
な
」
社
会
保
険
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ

た
像
と
一
致
す
る
場
合
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
〔
社
会
保
険
の
本
質
〕
に
属
す
る
の
は
、〔
①
〕
組
織
化
さ
れ
た
多
数
者
へ
の
分
配
に
よ
る
、
そ
の
全
体

に
お
い
て
評
価
さ
れ
う
る
、
需
要
の
全
体
的
充
足
で
あ
る
。

　

社
会
保
険
に
よ
り
充
足
さ
れ
る
全
体
的
需
要
は
、
本
来
的
に
は
、
社
会
的
な
発
展
を
も
た
ら
す
集
団
に
典
型
的
な
困
窮
状
況
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ



社会国家・社会国家原理・社会法

217

え
、
社
会
保
険
は
第
一
に
労
働
者
の
た
め
に
、
後
に
低
所
得
の
被
用
者
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
。
戦
争
や
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
生
じ
た
大
変
動
で
、
福
祉

を
受
け
る
者
の
範
囲
が
益
々
拡
大
し
た
が
、
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
五
一
条
に
よ
り
要
請
さ
れ
た
社
会
的
法
治
国
家
へ
の
発
展
、
つ
ま
り
近
代

社
会
発
展
に
よ
り
生
じ
た
〔
②
〕
負
担
の
調
整
を
目
指
す
発
展
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
で
に
「
古
典
的
」
社
会
保
険
分
野
は
、
今
で
も
そ
う
だ

が
、
高
所
得
の
被
用
者
や
自
営
業
者
を
含
ん
で
い
た
。
被
用
者
や
困
窮
状
況
へ
の
限
定
は
、
し
た
が
っ
て
社
会
保
険
の
本
質
に
は
属
さ
な
い
。

　

特
別
の
負
担
の
調
整
に
基
づ
く
こ
の
社
会
的
需
要
の
他
に
、
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
任
務
が
組
織
的
に
克
服
さ
れ
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。

〔
③
〕
社
会
保
険
の
主
体
は
、
独
立
し
た
、
公
法
上
の
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
や
団
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
〔
④
〕
関
係
者
の
拠
出
に
よ
り
そ
の
財
源
を
調
達

す
る
。「
関
係
者
」
は
従
来
的
に
は
被
保
険
者
と
そ
の
雇
用
者
で
あ
る
が
、
そ
の
労
働
者
に
有
利
な
動
員
が
扶
助
原
理
の
作
用
と
し
て
見
ら
れ
、
そ
れ

に
よ
り
近
代
的
な
労
働
関
係
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

　

近
代
社
会
保
険
の
こ
の
像
に
、
児
童
手
当
法
の
シ
ス
テ
ム
は
な
お
組
み
込
ま
れ
る
。
児
童
へ
の
配
慮
が
、
共
同
体
の
調
整
的
扶
助
を
正
当
化
す
る
社

会
的
要
件
で
あ
る
こ
と
は
争
い
な
い
。
こ
の
扶
助
は
、
必
要
な
財
源
を
雇
用
者
お
よ
び

―
自
営
業
者
の
場
合
に
は

―
受
益
者
自
身
の
拠
出
に
よ
り

調
達
す
る
、
独
立
し
た
公
法
上
の
団
体
に
よ
り
給
付
さ
れ
る
。
他
の
社
会
給
付
と
社
会
保
険
と
の
区
別
の
た
め
に
組
織
形
式
を
与
え
る
と
い
う
意
味
か

ら
、
重
要
な
の
は
、
家
族
負
担
調
整
が
、「
古
典
的
」
社
会
保
険
の
主
体
で
あ
る
、
職
業
同
業
者
組
合
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

個
人
的
「
リ
ス
ク
」
が
欠
け
て
お
り
、
そ
れ
な
し
で
は
「
保
険
」
と
は
言
え
な
い
と
い
う
、
異
議
申
立
人
の
非
難
は
、
社
会
保
険
が
私
保
険
の
リ
ス

ク
概
念
か
ら
出
発
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
誤
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
以
前
か
ら
国
家
的
配
慮
の
一
部
で
も
あ
っ
た
。
確
か
に
、
配
慮
の
思
想

は
、
児
童
手
当
法
で
は
前
面
に
出
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
国
家
的
社
会
政
策
に
お
け
る
社
会
保
険
の
今
日
的
意
義
を
考
慮
す
れ
ば
、
社
会
保
険

の
資
格
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　

⑵　

芸
術
家
社
会
保
険
法
決
）
64
（

定

　

こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
詳
細
な
評
釈
が
あ
る
の
で
、
簡
潔
に
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
一
九
八
一
年
の
芸
術
家
社
会
保
険
法
に
よ
り
、
自

営
芸
術
家
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
公
的
疾
病
保
険
お
よ
び
年
金
保
険
へ
の
加
入
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
財
源
の
半
分
は
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被
保
険
者
で
あ
る
芸
術
家
ら
の
掛
け
金
、
残
り
の
半
分
は
芸
術
家
社
会
保
険
分
担
金
お
よ
び
連
邦
補
助
金
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
。
こ
の

分
担
金
は
、
彼
ら
の
作
品
を
報
酬
と
交
換
に
利
用
す
る
企
業
か
ら
、
芸
術
家
社
会
金
庫
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
。
本
件
で
は
、
分
担
金
の

支
払
い
義
務
を
負
う
出
版
社
等
が
提
起
し
た
憲
法
異
議
で
あ
る
。
主
な
争
点
は
、
連
邦
は
当
該
法
を
制
定
す
る
権
限
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
基
本
権
侵
害
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

前
者
の
争
点
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
第
一
次
家
族
負
担
調
整
判
決
で
示
さ
れ
た
類
概
念
と
し
て
の
「
社
会
保
険
」
の
説
示

部
分
に
も
う
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
追
加
し
た
。「
こ
の
権
限
規
範
は
、
次
の
場
合
に
は
新
た
な
生
活
状
況
を
『
社
会
保
険
』
と
い
う

全
体
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
新
た
な
社
会
給
付
が
、
そ
の
本
質
的
な
構
成
要
素
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
実

施
の
組
織
的
克
服
お
よ
び
〔
⑤
〕
充
足
さ
れ
る
べ
き
リ
ス
ク
に
お
い
て
、『
古
典
的
な
』
社
会
保
険
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
像
と
一
致
す

る
場
合
で
あ
る
」。

　

さ
ら
に
、
第
四
メ
ル
ク
マ
ー
ル
「
関
係
者
の
拠
出
」
を
確
認
し
、
関
係
者
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
関
係
者

と
は
、
そ
の
収
入
が
社
会
給
付
の
資
金
に
使
わ
れ
る
負
担
金
の
負
担
を
立
法
者
に
命
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
自
身
が
被
保
険

者
で
は
な
い
関
係
者
を
取
り
込
む
に
は
、
被
保
険
者
と
分
担
金
支
払
義
務
者
と
の
間
に
実
質
的
な
連
関
点
を
必
要
と
す
る
。
芸
術
家
ら
の

利
用
者
を
関
係
者
と
す
る
こ
と
は
、
生
活
現
実
の
中
に
あ
る
、
芸
術
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
そ
の
利
用
者
と
の
相
互
依
存
関
係
な
ら
び

に
そ
の
間
の
融
合
さ
れ
た
労
働
関
係
・
責
任
関
係
に
基
づ
け
ば
、
少
な
く
と
も
、
社
会
保
険
を
そ
の
実
質
的
内
容
に
お
い
て
規
定
す
る
観

念
に
含
ま
れ
る
連
結
点
が
存
在
す
る
。

　
　

⑶　

学
説
に
よ
る
判
例
の
説
明

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
で
は
、
以
下
の
も
の
が
「
社
会
保
険
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
た
。
①
組
織
化
さ
れ
た
多
数
者
へ
の
分
配
に

よ
る
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
評
価
さ
れ
う
る
、
需
要
の
全
体
的
充
足
（
民
間
保
険
に
も
共
通
す
る
「
保
険
原
理
」）、
②
社
会
的
負
担
の
調
整

（
＝
社
会
的
調
整
、
連
帯
的
調
整
、「
連
帯
原
理
」、
社
会
的
再
分
配
）、
③
関
係
者
の
拠
出
、
④
公
法
上
の
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
や
団
体
に
お
け
る
組
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織
、
⑤
古
典
的
社
会
保
険
の
像
に
合
致
す
る
リ
ス
ク
へ
の
限
定
（
ど
の
種
の
リ
ス
ク
が
社
会
保
険
の
対
象
と
な
り
う
る
か
に
つ
い
て
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
〔
例
え
ば
家
財
社
会
保
険
は
不
）
65
（

可
〕）。

　

ま
た
学
説
で
は
、
社
会
保
険
の
典
型
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
ａ
被
保
険
者
の
被
雇
用
者
へ
の
限
定
お
よ
び
社
会
的
苦
境
へ
の
限
定
、

ｂ
強
制
保
険
と
し
て
の
性
格
、
ｃ
連
邦
予
算
か
ら
の
税
補
助
に
よ
る
部
分
的
な
拠
出
、
ｄ
雇
用
者
の
拠
出
へ
の
参
加
、
ｅ
私
保
険
と
は
異

な
る
給
付
の
多
様
さ
（
金
銭
給
付
だ
け
で
は
な
く
、
現
物
給
付
も
含
む
）、
ｆ
損
害
に
対
す
る
完
全
な
補
償
を
下
回
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
給

付
上
限
へ
の
給
付
の
限
定
、
ｇ
保
険
給
付
の
請
求
権
的
性
格
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
66
（
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
強
制
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
な
の
か

に
つ
い
て
は
一
致
し
た
見
解
が
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
言
及
し
た
の
は
、
こ
の
う
ち
ａ
と
ｄ
で
あ
り
、
ａ
は
第
一
次
家
族
負
担
調
整

判
決
で
明
示
的
に
否
定
さ
れ
、
ｄ
は
③
関
係
者
の
拠
出
に
吸
収
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
用
い
る
①
〜
⑤
の
強
制
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
も
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
）
67
（

い
。

ま
ず
③
の
典
型
で
あ
る
「
被
保
険
者
と
雇
用
者
の
拠
出
へ
の
参
加
」
は
「
慣
例
的
」
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
芸
術

家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
業
績
を
市
場
に
売
り
出
す
者
ら
を
、
社
会
保
険
の
有
力
な
分
担
金
負
担
者
と
し
て
認
め
て
い
る
（
彼
ら
は
芸
術

家
社
会
保
険
範
囲
の
被
保
険
者
で
も
雇
用
者
で
も
な
）
68
（
い
）。
そ
し
て
、
⑤
の
社
会
的
リ
ス
ク
は
、
古
典
的
リ
ス
ク
で
あ
る
、
疾
病
、
高
齢
、
事
故
、

勤
務
不
能
だ
け
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
）
69
（

る
。

2　
「
社
会
保
険
」
の
形
成
原
理
と
し
て
の
保
険
原
理
と
連
帯
原
理

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
う
ち
で
、
最
も
重
要
な
の
は
、
①
保
険
原
）
70
（

理
と
②
連
帯
原
）
71
（

理
で
あ
る
。

　

①
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ネ
ス
に
よ
る
、
私
保
険
を
含
む
「
保
険
」
概
念
の
一
般
的
定
義
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年

判
決
は
、
直
接
マ
ネ
ス
を
引
用
し
て
い
な
い
が
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
た
連
邦
社
会
裁
判
所
の
判
）
72
（
決
で
は
マ
ネ
）
73
（
ス
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

②
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
社
会
的
調
整
、
連
帯
的
調
整
、
扶
助
原
理
、
社
会
的
再
分
配
な
ど
と
も
い
わ
れ
、
社
会
保
険
の
保
険
原
理
を

相
対
化
す
る
も
う
一
つ
の
形
成
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
保
険
に
よ
っ
て
生
じ
る
基
本
権
の
制
約
根
）
74
（
拠
で
も
あ
る
。
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社
会
保
険
立
法
は
、
基
本
権
と
の
関
係
に
お
い
て
も
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
制
度
自
体
と
し
て
は
、
保
険
原
理
が
連
帯

原
理
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
相
対
化
さ
れ
う
る
か
、
あ
る
い
は
社
会
保
険
適
合
な
保
険
原
理
と
は
何
な
の
か
が
問
題
と
な
る
。
拠
出
義
務
者

の
範
囲
の
限
界
や
、
国
家
の
税
財
源
か
ら
の
拠
出
の
限
界
も
、
保
険
原
理
の
相
対
化
の
限
界
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
）
75
（
る
。
こ
の

点
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
社
会
保
険
」
制
度
の
構
造
を
一
定
程
度
枠
づ
け
て
い
る
。

㈡　
「
社
会
扶
助
」
概
念
に
基
づ
く
社
会
扶
助
法
の
統
制

　

ド
イ
ツ
の
社
会
扶
助
は
、
現
在
、
求
職
者
の
た
め
の
基
礎
保
障
（SG

B II

）
と
社
会
扶
助
（SG

B XII

）
か
ら
成
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇

五
年
に
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
が
策
定
し
た
「
ア
ゲ
ン
ダ
二
〇
一
〇
」
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ル
ツ
Ⅳ
法
」
に
よ
る
、
労
働

市
場
改
革
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
失
業
扶
助
（
失
業
保
険
給
付
で
あ
る
失
業
手
当
と
は
区
別
さ
れ
る
）
と
社
会
扶
助
の
二
重
制

度
を
改
め
、
求
職
者
の
た
め
の
基
礎
保
障
で
は
、
就
労
能
力
の
あ
る
者
に
は
失
業
手
当
Ⅱ
、
そ
し
て
就
労
能
力
の
な
い
者
（
主
に
失
業
手

当
Ⅱ
受
給
者
の
子
供
）
に
は
社
会
手
当
、
高
齢
者
や
就
労
能
力
減
少
者
に
は
社
会
扶
助
給
付
が
与
え
ら
れ
る
。
求
職
者
の
た
め
の
基
礎
保

障
は
、
就
労
能
力
あ
る
生
活
困
窮
者
を
労
働
市
場
へ
再
統
合
す
る
こ
と
を
指
向
し
て
い
る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど

ち
ら
の
制
度
も
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
）
76
（
決
に
お
い
て
当
該
制
度
改
革
を
審
査
し
、
違
憲
判
決
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
問
題

と
し
て
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
改
革
に
よ
っ
て
制
度
の
柔
軟
性
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
補
完
す
る
よ
う
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
具
体
的
な
基
準
額
を
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
と
結
び
つ
い
た
一
条
一
項
に
基
づ
く
明
白
性
の
統
制
に

よ
っ
て
、
実
体
的
に
は
違
憲
と
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
基
準
額
が
も
た
ら
さ
れ
た
過
程
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
、
違
憲
の
結
論
を

導
い
て
い
る
。
求
職
者
の
た
め
の
基
礎
保
障
は
、「
給
付
の
定
型
化
を
大
胆
に
促
進
し
、
ま
た
別
途
給
付
も
大
幅
に
整
理
・
割
愛
す
る
こ

と
で
、
行
政
の
簡
素
化
・
効
率
化
と
、
受
給
者
側
で
の
自
己
責
任
に
基
づ
く
給
付
管
理
を
求
め
る
ス
タ
イ
ル
に
大
き
く
舵
を
切
っ
た
」
と
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さ
れ
、
そ
こ
で
は
需
要
充
足
の
完
結
性
が
法
律
上
措
定
さ
れ
て
い
）
77
（
る
。
裁
判
所
は
こ
の
点
、
全
体
を
疑
問
に
付
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、

個
別
化
原
則
と
需
要
充
足
原
則
の
観
点
か
ら
の
考
慮
を
求
め
て
い
）
78
（

る
。
つ
ま
り
、
本
判
決
は
、「
保
護
基
準
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
保

護
基
準
と
い
う
仕
組
み
の
一
種
の
限
界
を
踏
ま
え
た
上
で
の
、
そ
こ
に
必
ず
し
も
包
含
し
き
れ
な
い
特
殊
な
需
要
・
非
典
型
的
な
需
要
へ

の
応
え
方
（
充
足
方
法
）」
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
）
79
（
る
。「
特
殊
な
需
要
の
無
視
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
今
回
の
違
憲
判
決

は
、
公
的
扶
助
の
基
礎
理
論
に
お
い
て
重
大
な
問
題
提
起
を
含
む
も
の
」
と
さ
れ
る
）
80
（

が
、
こ
の
点
、
本
判
決
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ

は
、
社
会
扶
助
領
域
に
お
い
て
は
、
需
要
充
足
原
則
や
個
別
化
原
則
の
観
点
か
ら
憲
法
に
よ
る
統
制
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。

五　

結
び
に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
に
、
社
会
国
家
を
標
榜
す
る
現
代
立
憲
主
義
国
家
に
は
、
少
な
く
と
も
、
人
間
の

尊
厳
に
値
す
る
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
他
に
も
労
働
、
健
康
、
家
族
、
住
居
、
富
裕
な
ど
と
い
っ
た
テ
ー
マ

へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
社
会
国
家
原
理
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
保
険
や
社
会
扶
助
と
い
っ
た
手
法
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
社
会
保
険
」
概
念
を
積
極
的
に
形
成
す
る
こ
と
で
、

当
該
法
領
域
の
構
造
化
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
社
会
扶
助
」
概
念
に
依
拠
し
て
、
つ
ま
り
「
社
会
扶
助
」
の
諸
原
則

の
観
点
か
ら
、
社
会
扶
助
に
関
す
る
法
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。「
社
会
保
険
」
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
人
の
論
者

に
よ
り
、「『
社
会
保
険
』
は
結
局
抽
象
的
に
も
定
義
し
え
ず
、
そ
の
概
念
は
『
保
険
原
理
』
と
『
社
会
的
調
整
』
と
の
間
で
、
多
彩
な
形

成
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
の
に
対
）
81
（

し
、
日
本
人
の
論
者
が
、
ド
イ
ツ
の
介
護
保
険
制
度
の
検
討
の
中
で
、
基
本
法
が
「
制

度
の
外
枠
を
確
定
す
る
と
同
時
に
そ
の
原
則
的
・
構
造
的
な
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
の
）
82
（
は
、
日
独
に
お
け
る
当
該
領
域
の
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現
状
の
違
い
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
）
83
（
る
。
ま
た
、「
社
会
扶
助
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
が
、
社
会
国
家
原
理
の
実
現
に

と
っ
て
画
期
的
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
も
、
社
会
法
が
制
度
と
し
て
一
定
程
度
蓄
積
さ
れ
、
緻
密
な
実
定
法
解
釈
を
通
じ
て
再
構
造

化
を
受
け
、
さ
ら
に
憲
法
学
に
よ
っ
て
適
切
に
そ
の
成
果
が
受
容
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。
こ
の
注
文
の
多
い
（anspruchsvoll

）

規
範

―
国
家
目
標
規
定
と
し
て
の
社
会
国
家
原
理

―
を
憲
法
学
が
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
国
家
学
や
社
会
（
保
障
）
法
学
と

の
、
更
な
る
「
協
働
作
業
」
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
〔
付
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
平
成
二
五
年
度
文
部
科
学
省
《
卓
越
し
た
大
学
院
拠
点
形
成
支
援
補
助
金
》
慶
應
義
塾
大
学

「
市
民
社
会
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
教
育
研
究
拠
点
」
の
支
援
を
受
け
た
。

（
1
）  

福
祉
国
家
の
実
現
に
つ
い
て
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
尾
形
健
『
福
祉
国
家
と
憲
法
構
造
』（
二
〇
一
一
）
一
四
五
頁
以
下
、
一

五
六
頁
以
下
。

（
2
）  H

ans D. Jarass, in: ders./Pieroth, G
G
 Kom

m
entar, 12. Aufl. 2012, Art. 20, Rn. 111. 

社
会
国
家
原
理
の
学
説
・
判
例
は
、
高
田
敏

『
法
治
国
家
観
の
展
開
』（
二
〇
一
三
）
一
七
二
頁
。

（
3
）  

連
邦
憲
法
裁
判
所
も
、
一
九
五
一
年
の
第
一
次
遺
族
年
金
決
定
で
、「
社
会
国
家
原
理
の
実
現
に
つ
い
て
基
本
的
な
こ
と
は
立
法
者
の
み
が
為

し
う
る
」
と
し
て
い
る
（BVerfG

E 1, 97 ﹇105

﹈）。

（
4
）  Karl-Peter Som

m
erm
ann, Staatsziele und Staatszielbestim

m
ungen, 1997, S. 399.

（
5
）  Som
m
erm
ann 

（Fn. 4

）, S. 399. 

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
①
―

ａ
を
目
標
領
域
（Zielbereich

）
の
具
体
化
、
①
―

ｂ
を
目
標
実
現
（Zielver-
w
irklichung

）
の
具
体
化
と
呼
ぶ
。

（
6
）  Som

m
erm
ann （Fn. 4

）, S. 377 ff.

（
7
）  BVerfG

E 22, 180 （204

）. 

ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
〇
三
）
三
六
二
頁
以
下
﹇
廣
澤
民
生
﹈。

（
8
）  BVerfG

E 59, 231 （263

）.
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（
9
）  BVerfG

E 36, 1 （17

）. 

ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
7
）
四
一
九
頁
﹇
岡
田
俊
幸
﹈。

（
10
）  Som

m
erm
ann （Fn. 4

）, S. 399 f.
（
11
）  

連
邦
憲
法
裁
判
所
も
、「
社
会
法
は
、
国
家
的
社
会
政
策
の
最
も
重
要
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
（
社
会
法
典
第
一
編
一
条
一
項
参
照
）」
と
し
て

い
る
（BVerfG

E 68, 193 ﹇209

﹈）。

（
12
）  Som

m
erm
ann, in: M

angoldt/Klein/Stark, Kom
m
entar zum

 G
rundgesetz, Bd. 2, 6. Aufl. 2010, Art. 20, Rn. 120. 

立
法
者
に
裁

量
が
与
え
ら
れ
な
い
の
は
、
当
該
下
位
目
標
の
追
求
に
取
り
組
む
か
ど
う
か
（„O

b

“）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り

組
む
か
（„W

ie

“）
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
に
形
成
の
余
地
が
付
与
さ
れ
る
。

（
13
）  Som

m
erm
ann （Fn. 4

）, S. 402.

（
14
）  Som

m
erm
ann 

（Fn. 12

）, Art. 20, Rn. 116. 

フ
ォ
ス
ク
ー
レ
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
社
会
国
家
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

と
し
て
、
安
定
性
・
将
来
的
開
放
性
・
多
様
性
確
保
を
挙
げ
て
い
る
（A

ndreas Voßkuhle, D
er Sozialstaat in der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts, SG
b 04/2011, S. 181

）。

（
15
）  V

gl. Som
m
erm
ann （Fn. 4

）, S. 356 ff. 

小
山
剛
『
基
本
権
の
内
容
形
成
』（
二
〇
〇
四
）
二
七
七
頁
。

（
16
）  

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
ハ
ン
ス
・
Ｆ
・
ツ
ァ
ハ
ー
に
よ
り
社
会
国
家
の
「
最
重
要
目
標
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
合
意
可
能
な
定
式
に
言
及
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
中
間
領
域
に
属
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（Som

m
erm
ann ﹇Fn. 12

﹈, Art. 20, Rn. 105

）。

（
17
）  Som

m
erm
ann （Fn. 4

）, S. 403 ff.

（
18
）  Som

m
erm
ann （Fn. 4

）, S. 409 f.

（
19
）  Som

m
erm
ann 

（Fn. 4

）, S. 401 f.

、
佐
々
木
雅
寿
「
環
境
保
護
と
憲
法
上
の
課
題
」
松
本
博
之
ほ
か
編
『
環
境
保
護
と
法
』（
一
九
九
九
）

二
九
頁
は
、「
環
境
権
」
を
手
続
的
観
点
か
ら
広
く
捉
え
る
。

（
20
）  

社
会
法
典
第
一
篇
二
条
で
は
、
一
条
で
挙
げ
ら
れ
た
任
務
に
仕
え
る
「
社
会
権
」
が
あ
る
と
さ
れ
、
三
条
〜
一
〇
条
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
内

容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
義
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
清
野
幾
久
子
「
西
ド
イ
ツ
社
会
法
典
総
則
に
お
け
る
『
社
会
権
』
規
定
の
意
義
」
明
治

大
学
大
学
院
紀
要
法
学
篇
二
〇
号
（
一
九
八
三
）
一
一
七
頁
以
下
。
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
「
社
会
権
」
は
、
内
容
的
要
素
お
よ
び
手
段

的
要
素
の
い
ず
れ
も
有
し
て
い
る
と
す
る
（Som

m
erm
ann ﹇Fn. 4

﹈, S. 401 f.

）。

（
21
）  Som

m
erm
ann （Fn. 4

）, S. 401.

（
22
）  Som

m
erm
ann （Fn. 12

）, Art. 20, Rn. 116.
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（
23
）  H

ans F. Zacher, D
as Soziale Staatsziel, in: Isensee/Kirchhof, H

andbuch des Staatsrecht, Bd. 2, 3. Aufl. 2004, 

§ 28, Rn. 68 
ff.

で
は
、
社
会
国
家
目
標
の
「
抽
象
的
確
定
性
と
具
体
的
不
確
定
性
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
解
釈
で
到
達
す
る

の
は
望
ま
し
く
も
、
可
能
で
も
な
い
。
解
釈
論
的
に
重
要
な
の
は
、
社
会
国
家
原
理
と
社
会
法
と
の
間
に
あ
る
中
二
階
部
分
で
あ
る
。
日
本
で
は
、

駒
村
圭
吾
『
憲
法
訴
訟
の
現
代
的
転
回
』（
二
〇
一
三
）
一
八
〇
頁
が
、
堀
木
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
い
う
「
社
会
保
障
給
付
の
全
般
的
公
平
」
が

憲
法
二
五
条
に
由
来
す
る
客
観
法
原
則
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

（
24
）  
こ
の
点
、
立
法
者
の
裁
量
が
狭
ま
る
の
は
、
当
該
手
段
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
（„O

b

“）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

形
成
す
る
か
（„W

ie

“）
に
つ
い
て
は
、
再
び
立
法
者
の
形
成
の
余
地
が
生
じ
る
。

（
25
）  Som

m
erm
ann, in: M

ünch/Kunig, G
G
 Kom

m
entar, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 20a, Rn. 21. 

（
26
）  

形
式
的
法
治
国
家
原
理
は
、
民
主
政
原
理
と
な
ら
び
、「
国
家
の
行
為
枠
組
、
行
為
様
式
ま
た
は
意
思
形
成
の
観
点
か
ら
の
、
組
織
ま
た
は
手

続
に
関
す
る
根
本
的
な
確
定
」
を
行
う
「
国
家
構
成
原
理
」
で
あ
り
、
国
家
目
標
規
定
と
は
区
別
さ
れ
る
（Som

m
erm
ann ﹇Fn. 12

﹈, Art. 20, 
Rn. 88 und 230

）。

（
27
）  Jarass （Fn. 2

）, Art. 20, Rn. 67 -97. 

（
28
）  Jarass （Fn. 2

）, Art. 20, Rn. 98 -110.

（
29
）  V

gl. Som
m
erm
ann （Fn. 12

）, Art. 20, D
 III.

（
30
）  

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ム
ル
ス
ヴ
ィ
ー
ク
（
神
橋
一
彦
訳
）「
環
境
法
に
お
け
る
『
協
働
原
則
』（Kooperationsprinzip

）
に
つ
い
て
」
ド
イ
ツ
憲

法
判
例
研
究
会
編
『
先
端
科
学
技
術
と
人
権
』（
二
〇
〇
五
）
九
四
頁
。

（
31
）  

ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ル
（
小
山
剛
監
訳
）『
憲
法
の
優
位
』（
二
〇
一
一
）
五
八
頁
﹇
石
塚
壮
太
郎
訳
﹈。
そ
の
他
の
原
則
も
含
め
、
ウ
ル
リ
ッ

ヒ
・
ラ
ム
ザ
ウ
ア
ー
（
戸
部
真
澄
訳
）「
環
境
行
政
法
総
論
」
ハ
ン
ス
＝
ヨ
ア
ヒ
ム
・
コ
ッ
ホ
（
岡
田
正
則
監
訳
）『
ド
イ
ツ
環
境
法
』（
二
〇
一

二
）
九
七
頁
以
下
。

（
32
）  

こ
こ
で
挙
げ
た
他
に
も
、
事
前
配
慮
原
則
を
現
実
に
転
化
さ
せ
、
実
り
豊
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
更
な
る
原
則
と
し
て
、

「
使
用
可
能
な
最
良
の
技
術
利
用
の
原
則
」（A

strid Epiney, in: M
angoldt/Klein/Stark ﹇Fn. 12

﹈, Art. 20a, Rn. 74

）
や
、
持
続
性
原
則
に

含
ま
れ
る
「
資
源
保
存
の
要
請
」（Som

m
erm
ann ﹇Fn. 25

﹈, Art. 20a, Rn. 26

）
が
言
及
さ
れ
る
。

　
　
　
「
環
境
保
護
」
の
部
分
原
則
は
、
確
か
に
立
法
者
を
縛
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
立
法
者
が
促
進
し
て
き
た
環
境
立
法
の
結
晶

で
も
あ
り
、
そ
れ
が
憲
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
（
一
般
法
律
か
ら
憲
法
へ
）。
一
般
法
律
レ
ベ
ル
で
確
立
さ
れ
た
一
定
の
諸
原
則
が
憲
法
化
し
、
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そ
れ
ら
を
基
軸
に
し
て
立
法
活
動
が
行
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
立
法
が
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
こ
と
で
、
積
極
的
に
は

「
環
境
保
護
の
最
適
化
な
い
し
は
実
効
化
」
が
指
向
さ
れ
、
少
な
く
と
も
「
追
証
可
能
か
つ
事
後
的
に
変
更
可
能
な
制
度
の
形
成
」
が
目
指
さ
れ

る
（
憲
法
か
ら
一
般
法
律
へ
）。

（
33
）  
ヴ
ァ
ー
ル
・
前
掲
注
（
31
）
六
八
頁
。

（
34
）  Som

m
erm
ann, in: M

ünch/Kunig （Fn. 25

）, Art. 20a, Rn. 21.

（
35
）  
ム
ル
ス
ヴ
ィ
ー
ク
（
岡
田
俊
幸
訳
）「
国
家
目
標
と
し
て
の
環
境
保
護
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
人
間
・
科
学
技
術
・
環
境
』（
一
九
九

九
）
二
六
四
頁
以
下
。
こ
の
点
に
対
す
る
批
判
を
含
め
、
桑
原
勇
進
『
環
境
法
の
基
礎
理
論
』（
二
〇
一
三
）
一
五
六
頁
以
下
、
赤
坂
正
浩
『
立

憲
国
家
と
憲
法
変
遷
』（
二
〇
〇
八
）
一
七
一
頁
も
参
照
。

（
36
）  

ム
ル
ス
ヴ
ィ
ー
ク
・
前
掲
注
（
30
）
九
一
頁
以
下
。
協
働
原
則
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
清
野
幾
久
子
「
ド
イ
ツ
環
境
保
護
に
お
け
る
協
働
原

則
」
法
律
論
叢
七
三
巻
四
・
五
号
（
二
〇
〇
一
）
二
七
頁
以
下
。

（
37
）  

「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
さ
に
社
会
法
問
題
に
つ
い
て
の
判
決
の
中
で
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
規
律
が
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
」

（Friedhelm
 H
ase, Sozialrecht, in: Vesting /Korioth （H

rsg.

）, D
er Eigenw

ert des Verfassungsrechts, 2011, S. 130 f.

）。

（
38
）  BVerfG

E 1, 97 （105

）.

（
39
）  

広
義
の
社
会
法
（
労
働
法
や
私
法
的
上
の
規
律
を
含
む
）
と
狭
義
の
社
会
法
（
主
に
社
会
法
典
）
の
関
係
つ
い
て
は
、
松
本
和
彦
『
ド
イ
ツ
に

お
け
る
社
会
法
概
念
の
展
開
』（
一
九
九
一
）
二
頁
以
下
。
本
稿
で
は
、
特
に
留
保
を
付
さ
な
い
場
合
、
社
会
法
は
狭
義
の
そ
れ
を
指
す
。

（
40
）  

社
会
国
家
の
歴
史
的
展
開
に
つ
き
、
木
村
周
市
朗
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』（
二
〇
〇
〇
）
七
五
頁
以
下
参
照
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
は
、
環

境
保
護
が
社
会
国
家
原
理
か
ら
導
か
れ
な
い
か
に
つ
い
て
、
か
つ
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
社
会
国
家
原
理
の
輪
郭
の
境
界
事
例
で
あ
ろ
う
。
桑

原
・
前
掲
注
（
35
）
五
一
頁
以
下
。

（
41
）  

最
近
の
動
向
も
あ
わ
せ
て
、
正
井
正
筰
「
ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
制
度
」
早
稲
田
法
学
八
六
巻
四
号
（
二
〇
一
一
）
四
九
頁
以
下
、
村
上
淳
一
ほ

か
『
ド
イ
ツ
法
入
門
〔
改
訂
第
八
版
〕』（
二
〇
一
二
）
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
42
）  Raim

und W
alterm

ann, Sozialrecht, 10. Aufl. 2012, S. 7.

（
43
）  H

einz Lam
pert/Jörg A

ltham
m
er, Lehrbuch der Sozialpolitik, 8. Aufl. 2007, S. X -XIII.

（
44
）  Som

m
erm
ann 

（Fn. 4

）, S. 297 ff. 

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
が
提
唱
す
る
国
家
目
標
理
論
は
、
一
般
国
家
学
の
一
種
で
あ
る
が
、
立
憲
主
義
国
家
に

焦
点
を
当
て
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
比
較
憲
法
的
視
点
も
多
分
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
議
論
の
抽
象
度
は
異
な
る
が
、
こ
の
傾
向
は
、
一
九
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八
九
年
の
国
法
学
者
大
会
で
国
家
目
的
（
論
）
を
論
じ
た
ゲ
オ
ル
ク
・
レ
ス
と
ク
リ
ス
ト
フ
・
リ
ン
ク
に
も
共
通
し
て
い
る
（
小
山
剛
「
陰
画
と

し
て
の
国
家
」
法
学
研
究
八
〇
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
七
）
一
五
一
頁
以
下
参
照
）。

（
45
）  Som

m
erm
ann （Fn. 4

）, S. 223 ff.
（
46
）  
個
別
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
「
共
通
の
現
象
」
と
し
て
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
列
挙
に
従
う
こ

と
に
す
る
。
彼
は
、
他
国
の
憲
法
も
ド
イ
ツ
基
本
法
と
同
様
に
、
慎
重
な
考
慮
に
基
づ
い
て
国
家
目
標
規
定
を
列
挙
し
て
い
る
と
み
て
い
る
節
が

あ
る
。

（
47
）  Rolf G

röschner, in: D
reier, G

G
 Kom

m
entar, Bd. 2, 2. Aufl. 1998, Art. 20 

（Sozialstaat

）, Rn. 20 und 25 ff. 

グ
レ
シ
ュ
ナ
ー
の
議

論
の
規
範
的
意
味
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
方
法
は
、
基
本
法
秩
序
に
適
合
的
な
分
、
部
分
的
に
後
付
的
で
迂
遠
な
説
明
が
生
じ
る

こ
と
を
免
れ
な
い
。
国
家
論
か
ら
説
明
す
る
か
、
基
本
権
論
か
ら
説
明
す
る
か
に
つ
き
、
小
山
剛
「
震
災
と
国
家
の
責
務
」
公
法
研
究
六
一
号

（
一
九
九
九
）
二
〇
三
頁
以
下
脚
注
五
を
参
照
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
単
な
る
国
家
の
義
務
か
、
そ
れ
が
憲
法
上
の
義
務
で
も
あ
る
か
に
つ
い
て
の

議
論
と
し
て
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
の
理
性
』（
二
〇
〇
六
）
一
三
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
48
）  

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
整
理
で
は
、
教
育
は
文
化
国
家
の
具
体
的
内
容
に
含
ま
れ
る
（Som

m
erm
ann ﹇Fn. 4

﹈, S. 230 ff.

）。

（
49
）  W

alterm
ann （Fn. 42

）, S. 35 f.

（
50
）  

村
上
・
前
掲
注
（
41
）
一
一
二
頁
。

（
51
）  W

alterm
ann （Fn. 42

）, S. 36 f.

（
52
）  

ニ
ー
ズ
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
太
田
匡
彦
「
リ
ス
ク
社
会
下
の
社
会
保
障
行
政
（
上
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
六
号
（
二
〇
〇
八
）
九
九
頁
以

下
を
参
照
。

（
53
）  

社
会
保
険
の
説
明
は
、
次
の
文
献
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠
。W

alterm
ann （Fn. 42

）, S. 55 ff.

（
54
）  

社
会
扶
助
の
説
明
は
、
次
の
文
献
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠
。W

alterm
ann （Fn. 42

）, S. 229 ff.

（
55
）  

も
っ
と
も
、
基
本
法
七
四
条
一
項
一
二
号
が
「
社
会
保
険
」
制
度
を
創
設
す
べ
き
立
法
委
託
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、Jan-Erik Schenkel, Sozialversicherung und G

rundgesetz, 2008, S. 95 f.

（
56
）  G

röschner （Fn. 47

）, Art. 20 （Sozialstaat

）, Rn. 32 

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
社
会
国
家
原
理
の
部
分
・
下
位
・
指
導
原
則
を
挙

げ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
社
会
保
険
に
お
け
る
制
度
化
お
よ
び
社
会
的
安
全
と
社
会
的
調
整
の
部
分
原
理
に
お
け
る
具
体
化
」
が
含
ま
れ
る
。

（
57
）  

倉
田
聡
『
社
会
保
険
の
構
造
分
析
』（
二
〇
〇
九
）
三
二
七
頁
。
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（
58
）  

こ
の
点
、
各
社
会
保
険
分
野
の
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
扱
う
ニ
ー
ズ
の
特
性
や
政
策
判
断
に
よ
り
、
保
険
原
理
と
連
帯
原
理
の
均
衡
点
の
取
り
方

に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
さ
ら
に
付
加
的
な
原
則
も
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
憲
法
に
よ
っ
て
把
握
し
う
る
抽
象
度
を
超
え
て
い
よ
う
。
そ

こ
は
、
社
会
法
の
解
釈
論
と
政
策
論
が
交
錯
す
る
領
域
と
思
わ
れ
る
。
実
定
法
制
度
に
準
拠
し
た
研
究
と
し
て
、
倉
田
・
前
掲
注
（
57
）
一
五
二

頁
以
下
、
一
七
七
頁
以
下
。
ま
た
、
社
会
扶
助
に
も
他
の
諸
原
則
が
存
在
す
る
が
、
す
べ
て
が
憲
法
的
に
再
構
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
59
）  W

ilhelm
 G
rewe, D

as bundesstaatliche System
 des G

rundgesetzes, D
RZ 1949, S. 351.

（
60
）  
本
稿
で
は
、
社
会
扶
助
を
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
活
最
低
限
度
の
保
障
を
目
指
す
制
度
と
す
る
。

（
61
）  

太
田
匡
彦
「
社
会
保
険
に
お
け
る
保
険
性
の
在
処
を
め
ぐ
っ
て
」
社
会
保
障
法
一
三
号
（
一
九
九
八
）
七
七
頁
。

（
62
）  

太
田
・
前
掲
注
（
61
）
七
二
頁
以
下
。

（
63
）  

児
童
手
当
制
度
に
つ
き
、
齋
藤
純
子
「
ド
イ
ツ
の
児
童
手
当
と
新
し
い
家
族
政
策
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
六
〇
巻
九
号
（
二
〇
一
〇
）
四
九
頁
以
下

参
照
。

（
64
）  BVerfG

E 75, 108. 
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
〇
八
）
四
一
二
頁
以
下
﹇
倉
田
原
志
﹈
を
参

照
。

（
65
）  

津
田
小
百
合
「
ド
イ
ツ
介
護
保
険
に
お
け
る
使
用
者
の
保
険
料
負
担
義
務
と
そ
の
合
憲
性
」
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
（
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・

環
境
学
研
究
科
）
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
二
八
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
66
）  V

gl. Schenkel （Fn. 55

）, S. 27 f.; Christian Rolfs, D
as Versicherungsprinzip im

 Sozialversicherungsrecht, 2000, S. 98 ff.

（
67
）  Schenkel （Fn. 55

）, S. 29 f.

（
68
）  BVerfG

E 75, 108 （149

）. 

（
69
）  Schenkel （Fn. 55

）, S. 30.

（
70
）  H

erm
ann Butzer, Frem

dlasten in der Sozialversicherung, 2001, S. 208 f.

の
指
摘
で
は
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
と
リ
ス
ク
発
生
蓋
然

性
と
の
関
係
（
集
団
的
等
価
性
）
と
、
平
準
化
さ
れ
た
リ
ス
ク
発
生
蓋
然
性
と
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
拠
出
と
の
関
係
（
拠
出
の
等
価
性
）
と
の
分

離
が
解
消
さ
れ
、
両
者
が
一
緒
に
「
保
険
原
理
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
も
っ
と
も
社
会
保
険
に
お
い
て
は
一
部
の
例
外

（
労
災
保
険
）
を
除
け
ば
、
リ
ス
ク
集
団
の
形
成
と
保
険
事
故
の
発
生
蓋
然
性
か
ら
で
は
な
く
、
収
入
に
よ
っ
て
保
険
料
が
決
め
ら
れ
る
の
で
、

特
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
包
括
的
等
価
性
と
い
う
言
葉
も
、「
純
粋
な
」
保
険
原
理
と
の
区
別
に
お
い
て
、
社
会
保
険
に
付
随
し
て

使
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
私
保
険
と
社
会
保
険
に
お
け
る
保
険
原
理
は
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
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こ
の
点
で
、
社
会
保
険
適
合
的
な
等
価
性
あ
る
い
は
社
会
保
険
原
理
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、A

strid W
allrabenstein, Versicherung 

im
 Sozialstaat, 2009, S. 202 ff. 

ヴ
ァ
ル
ラ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
社
会
保
険
の
等
価
性
の
憲
法
的
基
礎
づ
け
と
し
て
、
財
産
権
的
ア
プ

ロ
ー
チ
が
成
立
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
社
会
保
険
で
は
、
金
銭
的
な
保
険
料
拠
出
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
労
働
給
付
（
例
え
ば
「
生
産
的
給

付
」
と
し
て
の
子
育
て
）
に
よ
っ
て
も
等
価
性
が
支
え
ら
れ
る
と
い
う
。

（
71
）  
連
帯
原
理
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
き
、V

gl. H
ans M

ichael H
einig, D

er Sozialstaat im
 D
ienst der Freiheit, 2008, S. 120 ff.

（
72
）  BSG

E 6, 213 

（218, 227 f.

）. 

社
会
国
家
原
理
の
実
現
へ
の
連
邦
社
会
裁
判
所
の
実
務
に
つ
い
て
は
、H

einrich Reiter, D
as Sozialstaats-

gebot in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, in: FS Zacher, 1998, S. 777 ff. 

社
会
国
家
原
理
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
基
本
的
判
例
の
多
く
は
、
連
邦
社
会
裁
判
所
判
例
の
内
容
を
受
け
継
い
で
い
る
。

（
73
）  A

lfred M
anes, G

rundzüge des Versicherungsw
esens, 5. Aufl. 1932, S. 3.

（
74
）  

あ
る
社
会
保
険
制
度
の
創
設
が
基
本
権
侵
害
に
よ
っ
て
違
憲
と
な
る
可
能
性
も
理
論
的
に
は
存
在
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。

基
本
法
成
立
以
前
か
ら
存
在
し
た
社
会
保
険
制
度
が
、
基
本
法
制
定
者
に
よ
っ
て
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
実
定
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た

（
基
本
法
七
四
条
一
項
一
二
号
、
八
七
条
二
項
、
一
二
〇
条
一
項
四
文
）
の
で
、「
社
会
保
険
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
一
般
的
な
基
本
権
侵
害
は
、
憲

法
と
矛
盾
し
な
い
（Butzer 

﹇Fn. 70
﹈, S. 126 f.

）。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
七
四
条
一
項
一
二
号
の
立
法
権
限
を
通
じ
て
立
法
者
が
創
設
す
る
、

一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
満
た
す
「
社
会
保
険
」
の
創
設
は
、
少
な
く
と
も
一
般
的
に
い
っ
て
違
憲
で
は
な
い
。

　
　
　

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
次
の
よ
う
な
正
当
化
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
被
保
険
者
の
加
入
強
制
を
正
当
化
す
る
た
め
に
保
険
者
が

満
た
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、「
正
当
な
公
的
任
務
」
が
あ
り
（BVerfG

E 10, 89 

﹇102

﹈）、
さ
ら
に
被
保
険
者
の
「
連
帯
の
思
想
」
に
よ
っ
て

も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
（vgl. BVerfG

E 17, 1 

﹇9
﹈; BVerfG

E 76, 256 

﹇301

﹈）。
そ
し
て
、
雇
用
者
が
保
険
料
を
拠
出
す
べ
き
義
務
は
「
配
慮

義
務
」
に
よ
っ
て
（BVerfG

E 11, 105 

﹇114

﹈）、
芸
術
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
使
う
企
業
が
芸
術
家
社
会
保
険
に
拠
出
す
べ
き
義
務
は
「
特

別
な
連
帯
・
責
任
関
係
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
（BVerfG

E 75, 108 ﹇158 f.

﹈） 

。

（
75
）  

倉
田
・
前
掲
注
（
57
）
七
四
頁
以
下
参
照
。

（
76
）  BVerfG

E 125, 175. 

邦
訳
と
し
て
、
嶋
田
佳
広
「
二
〇
一
〇
年
二
月
九
日
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
違
憲
判
決
」
賃
金
と
社
会
保
障
一
五
三

九
号
（
二
〇
一
一
）
七
一
頁
。

（
77
）  

嶋
田
佳
広
「
ド
イ
ツ
の
保
護
基
準
に
お
け
る
最
低
生
活
需
要
の
充
足
」
賃
金
と
社
会
保
障
一
五
三
九
号
（
二
〇
一
一
）
一
九
頁
。

（
78
）  

嶋
田
・
前
掲
注
（
77
）
一
八
頁
参
照
。
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（
79
）  

嶋
田
・
前
掲
注
（
77
）
二
一
頁
。

（
80
）  

嶋
田
・
前
掲
注
（
77
）
二
二
頁
。

（
81
）  H

ase （Fn. 37

）, S. 130 f.
（
82
）  
津
田
小
百
合
「
ド
イ
ツ
介
護
保
険
制
度
の
法
的
構
造
」
社
会
保
障
法
一
八
号
（
二
〇
〇
三
）
一
〇
四
頁
以
下
。

（
83
）  
日
本
の
社
会
保
険
制
度
の
不
透
明
性
と
危
機
的
状
況
に
つ
き
、
品
田
充
儀
「
社
会
保
険
制
度
の
特
質
と
意
義
」
菊
池
馨
実
編
『
社
会
保
険
の
法

原
理
』（
二
〇
一
二
）
九
頁
。

石
塚　

壮
太
郎
（
い
し
づ
か　

そ
う
た
ろ
う
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
公
法
学
会
、
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法

主
要
著
作　
　

 「
国
家
目
標
規
定
と
国
家
学

―
そ
の
基
本
権
制
約
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
へ
の
照 

射

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
七
号
（
二
〇
一
三
年
）


